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〔午前１０時開会〕 

◎会長【村尾公一君】  定刻になりましたので、ただいまから会議を開かせていただきます。 

 ことし初めてということですので、まずは、明けましておめでとうございます。 

 本日は、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 委員定数１８名のうち、全員が出席されておりますので、これから第１５９回八王子市都市

計画審議会を開かせていただきます。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、本日の審議に当たり、配付資料について事務局から説明を

お願いします。 

〔事務局配付資料説明〕 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、次第に従いまして進行いたします。 

 議事録の署名委員をあらかじめ指名いたします。署名委員は、議席番号順に指名しておりま

す。本日の署名委員は、第５番星野直美委員と第６番宮瀬睦夫委員にお願いします。 

 なお、作成した議事録は、ホームページ及び図書館などで公開していきますので、ご承知お

きください。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、これより議題に入ります。 

 本日審議会に諮問されております案件は、諮問第９号から諮問第１４号の６件でございます。

諮問案件について説明を行った後、委員の皆様に、十分なご議論をしていただき、表決を求め

る順序で審議を進めたいと思います。 

 それでは、諮問第９号につきまして、事務局から案件を朗読させます。事務局、お願いしま

す。 

〔事務局案件朗読〕 

◎会長【村尾公一君】  それでは、市側から説明いたします。 

 駒沢都市計画部長。 

◎都市計画部長【駒沢広行君】  おはようございます。 

 それでは、諮問第９号、多摩部１４都市計画都市再開発の方針の決定について、ご説明いた

します。 

 本案件は、東京都決定でございます。 

 初めに、諮問目的でございますが、この都市再開発の方針は、都市計画法第７条の２及び都

市再開発法第２条の３に基づき、都道府県が定めるものとなっております。 

 東京都では、現在の方針が平成２１年に定めたものであり、対象期間である５年を経過する

ことから、このたび、改定案が東京都より示され、その内容について、都市計画法第２１条第
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２項の規定において準用する同法第１８条第１項の規定に基づき、市に意見を求められました

ので、本審議会に諮問するものであります。以下、多摩部１４都市計画都市再開発の方針を都

市再開発の方針と称させていただきます。 

 まず初めに、諮問内容でございますが、諮問第９号資料をごらんください。都市再開発の方

針の八王子都市計画部分を抜粋したものとなっております。それでは、概要についてご説明い

たします。Ａ３版横使いの諮問第９号、参考資料１「都市再開発の方針の変更について」をご

らんください。 

 「１．都市再開発の方針の都市計画法上の位置づけ」につきましては、都市再開発法第２条

の３項及び第２項に基づくものであり、都市計画法第７条の２により、都市計画として定める

とともに、地域地区、都市施設、市街地再開発事業などの個別の都市計画の上位計画として位

置づけられております。 

 次に、本方針における再開発についてご説明させていただきます。図の右側の※印をごらん

ください。本方針で言う再開発とは、市街地再開発事業、土地区画整理事業にとどまらず、特

定街区、地区計画等の規制誘導手法による修復型まちづくり、特定の市街地の整備を目的とし

た助成事業及び工業跡地利用や都市施設の整備と一体となった土地利用の面的転換等を含むも

のであります。 

 次に、「（１）都市再開発の方針とは」でありますが、市街地における再開発の目的や各種

施策を長期的かつ総合的に体系づけたマスタープランでございます。 

 次に、「（２）本改定の目的」でありますが、東日本大震災の発生や、人口減少・少子高齢

化社会の到来等、社会情勢を背景に、前回ご審議いただきました都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針や、前回改定以降に策定された計画との内容の整合を図り、市街地の計画的な再

開発や良好な住宅市街地の形成、木密地域の整備促進などを進めていくことを目的としており

ます。 

 なお、本方針につきましては、平成３２年を目標年次とする、おおむね５カ年の計画とされ

ております。 

 次に、「（３）改定の主な効果」でありますが、主な効果といたしましては、市街地の再開

発の基本方針を明らかにし、計画的に位置づけることにより、再開発の積極的な推進や、効果

の最大化、民間再開発の誘導、計画の策定過程を通じての早期の住民の合意形成などが挙げら

れます。また、再開発促進地区の事業に対し、社会資本整備総合交付金の交付や総合設計によ

る容積の割り増し等が受けられる根拠となるといった効果がございます。 

 次に、「（４）本計画で定める地区」でありますが、既成市街地のうち、都市全体の回復、

向上に貢献する範囲を１号市街地、その１号市街地のうちで再開発による整備が必要であり、

周辺地域への波及効果を及ぼすなどの効果がある地区を再開発促進地区にするとされておりま

す。 
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また、１号市街地の再開発促進地区には至らないが、再開発に関する公共及び民間の役割を明

確にしておく地区として誘導地区を定めるものとされております。 

 次に、「（５）本改定のポイント」でありますが、前回の再開発促進地区の指定の考え方に

つきましては、主に再開発法などに基づく事業を進めることとしておりましたけれども、今回、

前回の都市計画審議会で答申をいただいた八王子市都市計画マスタープランに示された中心市

街地の総合的な再生の施策を展開するに当たって、積極的に促進誘導すべき地区として、新た

に八王子駅北口周辺地区、八王子駅南口周辺地区及び西八王子駅周辺地区を再開発促進地区と

して位置づけております。 

 続きまして、主な変更点である１号市街地、再開発促進地区及び誘導地区についてご説明い

たします。参考資料の裏面をごらんください。こちらの図は、１号市街地、再開発促進地区及

び誘導地区の新規地区、既決定地区、区域拡大地区、廃止地区を示しているものでございます。 

 それでは、本改定で修正しました１号市街地についてご説明いたします。諮問資料第９号１

３ページの「都市再開発方針の附図（総括）」をごらんください。こちらの図の破線に囲まれ

た区域が１号市街地になります。１号市街地は、八王子駅と西八王子駅を中心とした新たな拠

点とし、既成市街地の更新及び都市機能の集積を図り、その周辺部については、居住機能を備

えた複合市街地の形成、また木造住宅密集地においては、防災性の向上と居住環境の改善を図

ることとされております。 

 次に、再開発促進地区についてご説明いたします。９ページをごらんください。八．８、八

王子駅北口周辺地区では、中心市街地の再生に向け、既成市街地の更新や、既存の都市機能の

再生、新たな都市機能の立地を促すこととしており、また、低・未利用地や公有地の活用、Ｊ

Ｒ八王子駅と京王八王子駅間の一体的な整備、甲州街道沿道の再生を促進することとしており

ます。 

 続きまして、１０ページの左側の欄、八．９、八王子駅南口周辺地区をごらんください。こ

ちらの地区は、八王子医療刑務所移転後の用地と、それをつなぐとちの木通りを中心に、駅前

にはにぎわい機能、周辺の既成市街地には多用な都市機能の調和を図ることとしております。

右側の西八王子駅周辺地区につきましては、既成市街地の更新や高度利用を図るとともに、既

存の商業・業務機能の活性化と防災性の向上を図ることとしております。 

 続きまして、誘導地区についてご説明させていただきます。本改定で、誘導地区の新規地区

に甲州街道北側地区を追加しております。この地区は優れた立地性を活かし、居住機能を中心

に、商業・業務機能が調和した複合市街地の形成を図ることとしているところでございます。 

 都市再開発法の方針の概要につきましては以上となります。 

 なお、前回との変更点につきましては、諮問資料第９号参考資料２「八王子市都市計画都市

再開発の方針（新旧対照表）」をごらん願えればと思います。 

 最後に、今後の予定についてでありますけれども、今回の八王子市都市計画審議会での審議



第１５９回八王子市都市計画審議会 

 ６ 

の後、２月の東京都の都市計画審議会への付議を経て、本年３月に決定、告示の予定となって

おります。 

 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  以上で説明は終わりました。 

 それでは、審議を始めます。なお、限られた時間の中で、できるだけ多くの委員の方々から、

ご発言をいただきたいと思いますので、ご協力を願います。 

 また、ご発言の際のお願いでございますが、録音をしている関係もありますので、発言のあ

る方はまず挙手をしていただき、私がお名前をお呼びいたしましたら、ご起立の上マイクに向

かってご発言をお願いいたします。 

 では、委員のご発言を求めます。角田委員。 

◎第２番【角田栞理君】  １１ページなのですが、八王子駅の南口周辺地区において八王子医

療刑務所の移転という記載がありますが、八王子市内のどこか別の場所に移転するのでしょう

か。それとも八王子市外に移転となるのでしょうか。 

 あと、この用地がまちづくりの核となり、商業・文化等のにぎわいの集積を図るとあります

が、どのようなものを具体的にイメージされているのでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  医療刑務所の用地という表現ですが、これは昭島のほう

に移転になります。これは２８年以降に移転予定ということで、国のほうから聞いております。 

 どのような土地のイメージということでございますが、今の段階においては、八王子駅南口

のまちづくり方針を平成２４年に策定いたしました。その中においては、具体的な表現ではな

いのですけれども、文化に資する施設と、あと、防災機能を高めるための広場、こういったも

のをイメージしているところでございます。 

 以上です。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにいかがでしょうか。宮瀬委員。 

◎第６番【宮瀬睦夫君】  質問なのですが、この地区の中に高尾駅周辺が入っていない理由と

いうのは何かあるのでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  これにつきましては、既成市街地というくくりの中で、

まず、そこの示した部分については、１号市街地というところの中にそこをうたってございま

す。この中については、旧市街地といった中で整理をさせていただいているところでございま

すので、高尾地区については、そこには含まれていないといったことでございます。 

◎第６番【宮瀬睦夫君】  理由はわかりましたが、これから高尾駅は橋上駅の計画があり、南

口はともかく、北口にはこれから資本が投入されないといけないと考えておりますので、今回

は別として、改めた計画の中にはぜひそれを取り込んでいただきたいと、これは要望でござい
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ます。 

 以上でございます。 

◎会長【村尾公一君】  そのほか、ご発言ございますでしょうか。浜中委員。 

◎第７番【浜中賢司君】  おはようございます。八王子の都市計画マスタープランが１０年ぶ

りに改定される中で、この都市再開発の変更とちょうどタイムリーな話かなと思って、慎重に

確認をさせていただきました。 

 ちょっと細かい話なのですが、再開発の促進地区で新たに北口と南口周辺ということで、こ

れも都市マスの中でも、中心市街地の再開発ということで八王子市も力を入れている場所でご

ざいますので、ここに入れたことも評価をいたしたいと思います。その中で、北口の中の、９

ページのところに表記、細かい点があるのですけれども、こうやって再開発をする方針ですか

ら、長い期間の話になると思いますが、無電柱化の記述があるのですけれども、これは南口部

分にはたまたまないわけですけれども、一緒に無電柱化ということを、都市の再開発、市街地

の、私は非常に重要なインフラ整備だと思っていまして、防災の強化でありますとか、安全な

歩行空間でありますとか、あるいは良好な都市景観ということも含めますと、無電柱化という

のは、長く時間をかけても進めるべきかなと思っています。財政的にも非常に厳しいものもあ

りますけれども、こうした大きな方針のときに大方針の中に組み込むことが大事かなと思いま

すので、南口の部分にも書いていないことでありますとか、この無電柱化について、再開発の

方針の中でどんなお考えがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  無電柱化について、北口だけの表記になっているといっ

たところでございますが、これは実際に、ここに書いておりますとおり、みさき通りと富士見

通り、これについては、その計画がございます。計画があるということでここに表現をさせて

いただいております。 

 南口については、今の段階ではそういった考え方は具体的には出ていないといったところで、

表現は差し控えておりますが、無電柱化につきましては、東京都も積極的に進めていくという

考え方も出ておりますので、今後の動向を見ながら、ここに書いていないからといって、でき

ないということでもございませんので、実際に事業等が行われる際には、そういった部分も含

めた形で検討したいと考えております。 

◎第７番【浜中賢司君】  ありがとうございます。無電柱化を、機会がないとなかなかできな

いということですね。１カ所だけやりましょうということで始めても難しいものですから、区

画整理の場所でありますとか、こうした再開発の区域に入って計画が始まったというときに、

思い切って、必ず項目に入れておかなければ、なかなかできないことだと思いますので、ぜひ、

こういう点もこの中に、また考えていただきたいと思います。要望でございます。 

 以上です。 
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◎会長【村尾公一君】  鳴海委員。 

◎第１５番【鳴海有理君】  新旧対照表のほうを参考に見ていまして、その中で、６ページの

ほうで気になる点があるのですが、基本方針と施策の方向ということで見てみますと、１つは、

これまでの方針の中では、国道２０号、甲州街道沿いの商業集積地域についてというところで、

商店街の活性化事業を促進し、というところが今まであったものが、今回の新しい変更案では、

そういったところが変わっていて、甲州街道の記載については、居住機能を中心にということ

が書かれているのですね。ここが大きく違うのかなと。これまでは甲州街道が商店街の活性化

事業や、商業地域を核として、魅力ある地域づくりとして整備するというところが、実際に甲

州街道沿いの商店がつぶれて、マンションが非常にふえてきていますね。居住機能を中心にと

書かれているというところは、そういったマンションがふえていくというところを認めている

というか、マンションや居住機能としての整備ということで方向転換しているのかなと思うの

ですが、その点はどのようにお考えなのでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  表現として、これは再開発の方針並びに、後に出てきま

すが、住宅市街地の方針にもつながる部分でもございますが、その中において、中心市街地に

機能的なものを集約していこうという考え方は現実にございます。これは都市計画マスタープ

ランの中にも表現しているところでございますが、その中において、居住といったところも、

ある程度中心に置いた中で考えていかなくてはならないという形に、この方針の中では示して

ございます。ただ、商業的な機能を、表現として、中心という表現は使ってはいないところで

はございますが、当然、中心市街地において商業の活性化は基本的なところでございますので、

今回、表現といった点では、居住を強調するためにこういう表現をさせていただいているとこ

ろでございます。 

◎第１５番【鳴海有理君】  これまで甲州街道を中心としたまちづくり、甲州街道に動線を引

っ張ってきて、にぎわいを持たそうという、そこから、マンションが中心になって、少し商業

があるということでは、かなり違ってくるのではないかなと思うのですね。実際にマンション

もふえていく中で、甲州街道をどういう位置づけにしていくのかというところを、市の方針と

して、これまで夢美術館ですとか、そっちに引っ張ってこようというまちづくりを進めてきた

わけですね。その点が、マンションと居住機能を中心にすると書かれているところが疑問に思

います。商業としての集積というところが今後どういうふうに図っていくのかというところの

方針はありますでしょうか。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  この再開発の方針並びに住宅市街地の方針については、

ハード系を考えた中での考え方を主に示しているところでございます。甲州街道沿道も含めま

して中心市街地につきましては、中心市街地の活性化基本計画というものがございます。こち

らのほうで、いわゆるソフト部門についての振興といったところを示しているところでござい
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ますので、そこの部分との調整を図った上でこういう表現にさせていただいているところでご

ざいますが、ソフトの部分の具体的な施策等につながる部分については、中心市街地活性化基

本計画で示していると認識しております。 

◎第１５番【鳴海有理君】  ソフト部分というのはどういうものですか。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  いわゆる商業の形といいますか、例えば、空き店舗対策

であるとか、そういう部分への援助であるとか、具体的な施策というものをソフト部分として

中活のほうで捉えていると考えております。 

◎第１５番【鳴海有理君】  わかりました。 

 また、ここの拠点整備のところで、今までなかった言葉として、教育・福祉・居住というと

ころが新しいなと思うのですが、確かに住居を中心とするならば、もちろん教育も福祉も必ず

必要になってきます。最近、大きなマンションが建つことによって急に人口がふえて、例えば、

学校の定員がいっぱいになってしまったりということがあるので、小学校や保育所などとの兼

ね合い、一時、そこに児童や待機児童がわっとふえて、また衰退していく、子供が減っていく

という状況も予測できるのですが、そういった対策、教育や福祉の再編と書かれているところ

では、どのようにお考えなのでしょうか。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  今、おっしゃっていただいたとおり、まさにそういった

部分をバランスを考えた上で、これから施設の配置等について検討していかなくてはならない

と考えております。これについては、今後、具体的な事業等が出てきた段階で、そういった部

分を詳細について検討してまいりたいと思います。 

◎第１５番【鳴海有理君】  わかりました。人口増と、マンションが建つことによっての周辺

の機能というバランスをぜひ慎重に考えていただきたいと思います。 

 また、６ページの（２）のところで「建物の共同化」という言葉が気になるのですが、市街

地再開発事業等による建物の共同化により、耐震化や不燃化を促進するということは、この共

同化とはどういうことなのでしょうか。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  今、中心市街地を見てみますと、どちらかというとペン

シルビルといった小規模のビル等が建ち並んでいる状況でございます。こういったところが更

新の時期に来ているところでもございまして、またペンシルビルのような形で建て替えが進ん

でしまうと、市街地の更新といった意味では、なかなか良好な環境を見出すことができないと

いう考え方もございますので、建物を地区で共同化をして、少しでも大きなビルをつくってい

ただいて、そこに空地等をとっていただいて、防災面でも貢献していただく、そういう考え方

をこの中に示しているということでございます。 

◎第１５番【鳴海有理君】  今のペンシルビルを少し大きく、建物を共同化していくというこ

とだと思うのですが、それはそれぞれ民間で建て替えたりしてはいると思うのですが、市とし

てそれを誘導していくということが可能なのでしょうか。 
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◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  個人の財産でございますので、個人の意向というものを

尊重しなくてはならないとは考えておりますが、そこにある一定のインセンティブ、例えば、

先ほど説明にもありました容積とか、あるいは金額的なインセンティブといったところを前面

に押し出して誘導していくと、そういったことは考えられると思います。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ありますでしょうか。伊藤委員。 

◎第８番【伊藤祥広君】  おはようございます。今回の変更、新規等ではないのですが、別の

機会でも取り上げたことがあるのですけれども、このＡ３の紙で言うと、後ろの誘導地区のほ

うの八の⑧、北野西地区ということなのですけれども、既に載っていて、前の経過というのは

わからないのですけれども、恐らく、この下の八．５、現在、区画整理をやっている打越のと

ころと、当時、合わせてセットで市街地整備をしていこうということで載っているのだと思う

のですが、詳細は長くなるのであれですけれども、いろいろな経過があって、今、取り残され

てしまっている場所で、せっかく東京都の、また、これから５年間の方針に再度載せて、しか

も、表を見ますと、改定の目的が東日本大震災の発生、人口減少云々と書いてあって、市街地

の計画的な再開発や良好な住宅市街地の形成、木密地域の整備促進などを進めていくというこ

とで、防災上も極めて問題のある地域と言ったら住民の人に申しわけないですけれども、ポン

プ車も入れないようなところなので、恐らくここについては、整備の方向を見ると、道路の整

備や市街地の更新に合わせて生活基盤整備を促し、居住機能の向上や地区環境の改善を図ると

いうことなので、ほかの既存の地区は既に事業が進んでいたり、あるいはこれから具体的に進

もうというところなのですが、取り残されてしまって２０年以上たってしまっているので、せ

っかく東京都の、こういう形で引き続き載せるということであれば、また５年、何も手つかず

でなくて、改善が図れるような、例えば、南バイパスも今、順調に進捗していますので、順次

改善ができるような方向でしっかり、５年たったらまた同じ状況だよということのないように、

先が見えると言ったらいいのですかね、進めてもらいたいと思うのですが、その点いかがでし

ょうか。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  確かに狭隘な道路であり、住宅が密集しているといった

点では、防災上の問題点というのはあるかなと感じております。誘導地区につきましては、今

後、機運の醸成を図りといった表現もございますが、まさに醸成を図っていくために、地区の

中にお入りして、地元の住民の方々のご意見を聞く、こういった機会をぜひ設けて、具体的な

手法なり何なりといった部分をご説明した中で進めてまいりたいと、そういうふうに感じてお

ります。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございますでしょうか。橋田委員。 

◎第１６番【橋田篤英君】  おはようございます。今回の再開発方針の決定で、八王子駅北口、

南口、それと西八王子駅周辺地区ですか、これら３地区が誘導地区から再開発促進地区にいわ



第１５９回八王子市都市計画審議会 

 １１ 

ば格上げしたということに関しては、私はすごく評価できるかなと考えております。特に八王

子駅の北口周辺地区に関しましては、この後の諮問にもあります八王子インター北地区等とも

関連してくると思うのですけれども、いわゆる中心市街地の活性化でありますとか、中心拠点

の機能の強化という観点から、この方針にも記載がありますとおり、特に旭町・明神町地区、

この地区は公有地が非常に多いという地区でございますけれども、早急な市街地再開発事業等

による整備が必要なのかなと考えております。 

 意見として、以上でございます。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言。鈴木委員。 

◎第９番【鈴木勇次君】  全体的に、今の委員のご発言にもありましたように、格上げをした

ところ、それから、新たに誘導地区に設定をしたところを含めまして、都市計画の中で再開発

を進めていこうという地域をふやしたのかなという印象を持つのですけれども、再開発事業に

よってどういうまちができるのかなということが、まず、一番関心の強いところだと思うので

すね。それで、八王子駅南口、北口含めて、周辺地域での再開発事業がこれまで取り組まれて

きたわけですけれども、歴史的には北口の、今、東急スクエアビルが建っている部分、それか

ら、東京電力が存在し、八王子市も土地を持っていた八日町の再開発部分、それから、近年で

は南口の再開発事業、そういったところがあるわけですけれども、こういう地域は、今回の変

更の案で見ますと、どういう地域のもとに再開発事業がやられてきた地域なのか、ちょっとご

説明いただけますでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  今、ご紹介いただきました３件の再開発事業につきまし

ては、やはりこの再開発の方針、これは前段階での、市街化区域内での整備、開発、保全の方

針、これに基づいて位置づけがされた部分でございます。それを引き継ぎましてこの再開発方

針というものができ上がっておりますので、位置づけとしては、この再開発方針、こういった

ものに基づいて再開発が行われたと認識しております。 

◎第９番【鈴木勇次君】  今までのそういう計画があって再開発が進められてきたわけですけ

れども、今回の変更をしなければならない主眼というのはどこにあるのかなということが、先

ほども一定程度説明があったのですけれども、法律のもとに規定をされて変更するのだという

ご説明なのですけれども、変更しなければならない目的、主眼はどこにあるのかということに

ついて、もう少し詳しく説明いただけますでしょうか。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  やはり、この中心市街地の再生といった点が一番大きな

部分でございまして、法律の要領に基づいた計画がありますが、中心市街地総合再生計画、こ

ういった部分の計画を立てることによって、今までは５，０００平方メートルなければ再開発

ができなかったものが、１，０００平方メートル以上でも再開発ができるように緩和されます。

こういう形で、南口や北口、八日町のような大きな再開発でなくても、小規模な再開発でも、
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今後、町で誘導していって、それをつなげることによってにぎわいを創出すると、そういった

ところを、この八王子駅北口、南口に活かしていきたいと、そういうふうに考えてございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  そうしますと、面積的にも狭いところでの再開発事業が可能になる

というご説明だったと思うのですけれども、これまで駅前中心にした駅周辺の再開発事業とい

うのは、八日町は組合施行でやったと思いますけれども、行政がかなり力を入れてやらなけれ

ば進まないという側面があったわけですけれども、今後は狭い地域でも再開発を誘導していく

のだということでは、行政以外、民間の力でそういうものをやっていこうという傾向になるの

でしょうか。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  まさに今後については民間の力を活かしていくといった

ところが必要になると感じております。それを誘発するといった意味で、この方針の後に中心

市街地総合再生基本計画を立てていきたいと思っております。 

◎第９番【鈴木勇次君】  民間の力もかりてまちをつくり変えていこうという趣旨だというこ

とで、今、お話伺いました。ただ、私たちが、再開発の中でどういうまちができるかという点

については、既存の再開発の中でできたまちを見て、一番感じるところがあるわけです。最近

では、八王子駅南口の再開発でありましたけれども、そこには既に長年そこで営業していた地

権者、あるいは居住をしていた地権者がいらっしゃったわけですけれども、再開発事業の中で、

当然、そうした土地も含めた再開発が行われるわけですから、最終的にはテナントにも入れず、

営業を断念して出ていかざるを得ない、そういう方が圧倒的でありました。それから、住んで

いる方々も、マンションに引っ越した方もいらっしゃるかもしれませんけれども、長く暮らし

ていた場所を離れなければならない、そういうような状況があったわけです。そこのところが

一番、八王子のまちづくりにとって問題なところだろうと思うのですね。全国の駅前を中心と

した再開発がそういう問題をはらんでいるということで、既存の地権者、あるいは商業・営業

者等との間で非常にもめるわけであります。 

 八日町の再開発が終わった後に、さらに東側に沿って再開発を進めようとしたわけですけれ

ども、甲州街道沿いの商店等を含めて、そういう計画の中で今後の営業ができるのかどうかと

いう不安が非常に広がりました。八日町周辺、それから、甲州街道近辺では、長年、４００年

にわたって営んできた老舗などもございます。そうした老舗を、この再開発の中で閉じなけれ

ばならないというような危機感が広がったわけですね。それで、事実上、継続した東側への再

開発事業が進まないという状況があったわけですけれども、そういう問題について八王子市は

どのように認識をし、考えていらっしゃるのか、ご報告ください。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  大きい再開発につきましては、そういった問題を含んで

いるという認識がございます。ここで面積を緩和できるといったお話もさせていただきました

が、八王子の魅力であります個店の魅力というものを損なわないような再開発が今後必要にな

ってくると感じております。これはまた具体的に事業等を誘導していく中で、そういった対策
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も含めて検討して、地域にお話ししていきたいと、そういうふうに思っております。 

◎第９番【鈴木勇次君】  再開発地域に指定された地域内に、例えば、木造家屋で住んでいら

っしゃる方がいて、先ほどの委員の意見でもありましたけれども、道が狭い等で十分な耐火性

もないということで、再開発をやろうということになった場合なのですけれども、こういう誘

導地域や、あるいは促進地区に指定をされることによって、そうした個人の意向が通りにくい

ということが当然出てくるのだと思うのですね。私はここにずっと住んでいたい、木造の家屋

の中で、建て替えてもいいけれども、住んでいたいというような意向がどういうふうに認めら

れていくのか。こうした計画の中できちっと守られていくのかということが非常に大きな問題

になるのだと思うのですけれども、その点についてはどうなのでしょうか。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  この方針で、促進地区、あるいは誘導地区に指定したか

らといって、個人の権利が制限されるわけではございません。ただ、こういう場所については

再開発が望ましいという考え方をここに示させていただいているだけでございます。具体的に、

お住みになりたいという方がその意思を貫きたいのであれば、これによってそれを制限される

わけではないといったところをお話しさせていただきたいと思います。 

◎第９番【鈴木勇次君】  これまでの再開発について、先ほど３つ例示をさせていただきまし

た。民間事業が組合をつくってやる事業になっていくのだ、そういうものがやりやすくなるの

だということなのですけれども、当然、行政がかかわることにもなるのだと思います。八日町

の再開発については、八王子市の土地が約９００平米だったと思いますけれども、ございまし

た。そういうこともあって、八王子市もその計画、再開発にかかわってきたわけですけれども、

この土地についても、組合に協力をするという八王子市の意向が強かったのだと思うのですけ

れども、その八王子市の土地の権利変換部分が地下駐車場への通路部分に権利変換をされると

いう計画が最初、報告をされて、私どもは、そんな権利変換は本来許されない、そんなことま

でして組合に八王子市の土地を提供して協力することはあってはならないことだということで

異議を申し述べて反対をしてきた経過がございました。東京都の指導もあって是正をされ、現

在の美術館になっているわけですけれども、そうした問題がありました。 

 それから、南口の再開発については、ここも再開発事業、大変な事業で、途中、資金調達が

困難になりました。国からの補助金の枠組みを超えて国から出ていた補助金を使ってしまった

ということがあって、他の事業の補助金をセットでもらっていたわけですけれども、それを南

口の再開発事業に注ぎ込んで、結果的には他の事業を帳じりを合わせるためにやらなければな

らなかった。それが北口のペデストリアンデッキの建設だったわけですけれども、そういう問

題を含んでいました。 

 それから、北口の東急スクエアのところでも、やはり資金が足らなくなって、その資金を調

達するために、ビルに付置をしなければならない駐車場を八王子市が買ってあげるということ

で、約２０億円の財政資金援助を行って再開発を成立をさせるということで、八王子市がそう
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した１つ１つの再開発にかかわって、ある意味で、非常に問題のある対応をしてきたのが八王

子の再開発の実態だったわけです。 

 そういう意味で、やり方の問題も含めて、それから、そこに住んでいる人たち、あるいは営

業している人たちのそこでの営業権や暮らす権利、そういうものが実態的に今までの八王子の

再開発では奪われてきたという側面がございます。そういう問題を私は考えざるを得ないとい

うことが１点あります。 

 それから、この計画については、大体５年をめどとした計画だということで、先ほどお話を

聞きました。５年で全部できるとは私は思いませんけれども、５年の計画ということですから、

それを目指すものになるわけです、行政としては。これを目指すということで本当にやってい

った場合に、全体的には大変な費用になります。民間の組合施行だということであっても、行

政が何らかの形でかかわることになれば、そこには大きな出費を要することになります。今、

八王子市は、八王子駅周辺の開発についての基金などを設定をして基金条例をつくりましたけ

れども、そうしたものをますます大きくしていかなければならない。そういう状況になって、

こうしたものが八王子の財政に大きな負担になっていく可能性があることを指摘をしておきた

いと思います。後で採決をとるということでありますけれども、進行の状況で意見を述べる機

会がなかなかないようでありますので、今、私、述べさせていただきますけれども、この程度

にしておきます。 

◎会長【村尾公一君】  会長から一言申し上げますけれども、今回、東京都から意見を求めら

れている方針というのは、具体的な事業計画ではなくて、この地域をこういうふうな可能性を

持たせるということに対しての意見を求めるということでございます。したがいまして、個別

の再開発の議論は、予算づけだとか、事業計画だとか、それなりの場所で、都市計画審議会で

はなくて、例えば、市議会、もしくは市議会の委員会、常任委員会でご議論いただければと思

います。確かに開発の方針でありますので、可能性を持たせることに対して反対だということ

であれば、過去のことも含めていろいろご意見ありますけれども、今、我々が問われているの

は、この地域にそうした可能性を持たせることについて、こういう面で反対だということであ

れば、ご議論いただければと思います。 

 ほかにご意見なければ、お諮りしたいと思います。表決の方法は、審議会運営基準第２１の

規定により挙手といたします。 

 「諮問第９号 多摩部１４都市計画都市再開発の方針の決定について」、原案を適当なもの

と認める方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎会長【村尾公一君】  挙手多数であります。よって、本案件につきましては、原案を適当な

ものと認める答申をすることに決定いたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 



第１５９回八王子市都市計画審議会 

 １５ 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、諮問第１０号につきまして、事務局から案件を朗読させ

ます。 

〔事務局案件朗読〕 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、市側から説明願います。 

 駒沢都市計画部長。 

◎都市計画部長【駒沢広行君】  それでは、諮問第１０号、多摩部１９都市計画住宅市街地の

開発整備の方針の決定について、ご説明いたします。 

 本案件は、東京都決定でございます。 

 初めに、諮問目的でございますが、住宅市街地の開発整備の方針は、都市計画法第７条の２

及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第４条第２項に基づ

き、都道府県が定めるものとなっております。 

 東京都では、現在の方針が平成２１年に定められたもので、対象期間である５年間を経過し

たことから、このたび、改定案が東京都より示され、その内容について、都市計画法第２１条

第２項の規定において準用する同法第１８条第１項の規定に基づき、市に意見を求められたこ

とから、本審議会に諮問するものであります。 

 以下、多摩部１９都市計画住宅市街地の開発整備の方針については、住宅市街地の開発整備

の方針と称させていただきます。 

 諮問内容でございますけれども、諮問第１０号資料をごらんください。住宅市街地の開発整

備の方針の八王子都市計画の部分を抜粋したものとなっております。 

 まず、その概要についてご説明いたします。Ａ３版横使いの諮問第１０号参考資料１「住宅

市街地の開発整備の方針の変更について」であります。 

 「１．住宅市街地の開発整備の方針の都市計画法上の位置づけ」につきましては、先ほどご

説明いたしました都市再開発の方針と同じく、都市計画法第７条の２により、都市計画として

定めるとともに、地域地区、都市施設、市街地再開発事業などの個別の都市計画の上位計画と

して位置づけられております。 

 次に、中段左側の「２．住宅市街地の開発整備の方針改定の概要」でありますが、「（１）

住宅市街地の開発整備の方針とは」をごらんください。良好な住宅市街地の開発整備を図るた

めの長期的かつ総合的なマスタープランであり、住宅市街地の開発整備の目標及び方針などを

定めることとしております。 

 次に、「（２）本改定の目的」でありますが、東日本大震災の発生や人口減少・少子高齢化

社会の到来等の社会情勢を背景に、前回、ご審議いただきました都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針や、先ほどご審議いただきました都市再開発方針のほか、東京都が定める住宅マ

スタープラン、八王子市都市計画マスタープラン等の内容の整合を図り、良好な住宅地の形成

を進めていくこととしております。 
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 なお、本方針につきましては、平成３２年を目標年次とする、おおむね５カ年の計画となっ

ております。 

 次に、「（３）改定の主な効果」についてでありますが、主な効果といたしましては、都市

計画の上位計画として位置づけることで、住宅、まちづくりの推進に向けた都民、事業者、行

政等の適切な指導や、都市計画制度の円滑な適用が可能となるほか、国や東京都による支援制

度である優良建築物等整備事業の対象要件となることから、区域内の事業に対し、経済的支援

が可能となることが挙げられます。 

 次に、「（４）本計画で定める地区」でありますけれども、住宅市街地のうち、一体的かつ

総合的に整備し、または開発すべき地区を重点地区として選定しております。この重点地区は、

都道府県が定める住宅マスタープランに定める住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域、

いわゆる重点供給地域と呼ばせていただいておりますけれども、それとの適合をさせることと

しております。 

 次に、下段右側「（５）本市における改定のポイント」であります。本改定では、方針全体

にかかわる事項として、昨今の社会情勢などを受けて、新たな目標として、マンションの適正

管理・再生や、郊外住宅市街地等の活性化、既存住宅活用の推進等を追加しております。また、

本市にかかわる事項といたしましては、八王子市都市計画マスタープランの改定に合わせ、都

市再開発方針と同様に、新たに重点地区が追加されております。 

 続きまして、主な変更点である「重点地区について」をご説明いたします。参考資料の裏面

をごらんください。こちらの図は、重点地区の位置を示したものでございます。 

 それでは、新規に追加した地区についてご説明いたします。諮問資料１０号「八王子市都市

計画住宅市街地の開発整備の方針」の１１ページの左側の欄をごらんください。八．３４、八

王子駅北口周辺地区でございますが、中心市街地の再生に向け、駅周辺の既成市街地の更新や、

既存の商業・業務機能の活性化、新たな都市機能の立地を促すこととしております。また、

低・未利用地や公有地の活用、ＪＲ八王子駅と京王八王子駅間の一体的な整備や、甲州街道沿

道の再生を促進することとしております。 

 また、真ん中の欄の八．３５、八王子駅南口周辺地区では、八王子医療刑務所の移転後の用

地と、それをつなぐとちの木通りを中心に、駅前にはにぎわい機能、周辺の既成市街地には多

様な都市機能の調和を図ることとしております。 

 その右側の欄の八．３６、西八王子駅周辺では、既成市街地の更新や高度利用を図るととも

に、既存の商業・業務機能の活性化と防災の向上を図ることとしております。 

 続きまして、多摩ニュータウン地区についてご説明いたします。戻っていただいて８ページ

をごらんください。中央の欄の八．１５、多摩ニュータウン地区でありますが、昨今の都市再

生の動きを受けて、住宅団地等の更新等の機会を捉え、良好な住環境を活かしながら、都市機

能の再配置や多様化を促進することが追加されております。 
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 住宅市街地の開発整備の方針の概要につきましては、以上となります。 

 なお、前回との変更点につきましては、諮問資料第１０号参考資料３「八王子都市計画 住

宅市街地の開発整備の方針（新旧対照表）」をごらん願えればと思います。 

 最後に、今後の予定についてでありますが、今回の八王子市都市計画審議会での審議の後、

２月の東京都の都市計画審議会への付議を経て、本年３月に決定、告示の予定となっておりま

す。 

 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  以上で説明は終わりました。 

 それでは、審議を始めます。 

 委員のご発言を求めます。鈴木委員。 

◎第９番【鈴木勇次君】  改定をされるということでありますけれども、１０号の資料の別表

の８ページ、９ページ等を見てもわかりますように、計画そのものが完了している住宅団地等

が既にあるわけです。事業中というのもありますが、地区計画も既に決定済みで、完了してい

るというのがずらっと並んでいるのですが、こういうところも含めて、この方針の中に盛り込

むことの意義と理由について、ご説明いただきたいのです。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  今、ご指摘いただいているのは、例えば、ホーメストタ

ウンや大塚住宅団地、それから、いわゆる３団地といった、大規模に住宅団地が造成された部

分かと思いますが、こちらにつきましては、下の備考欄にも書いてございますが、優良宅地開

発促進事業、これを用いて整備された、開発された住宅地でございます。この優良宅地開発と

いった認定がされておりますので、この方針の目標にも掲げております優良な住宅の供給と、

こういったところに多大な貢献をする地区と考えてございます。まだ宅地のまま、家が建って

いない部分もございますので、そういった意味を含めまして、住宅供給といったところに貢献

していただく意味も込めて、この重点地区の中にまだ盛り込んでいるところでございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  そうしたところでの住宅建設と、それから、行政との、この計画と

のかかわりの問題なのですけれども、恐らく、そういう地域でも、建物の建て替えだとか、今

後あるのだと思うのですけれども、それは個人の力でやっていくのだと思うのですね。こうい

う計画の中でそういう地域が指定をされるということは、行政とのかかわりでどういうことが

あるのでしょうか。例えば、優良な住宅を建てるのであれば、それについて何らかの支援があ

るとか、そういうことなのでしょうか。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  この優良宅地開発の促進事業につきましては、事業が完

了しておりますので、今の段階で補助金なり、融資制度等のインセンティブ等はございません。

今後、こういった団地につきましても高齢化が進み、例えば、空き家であるとか、そういった

問題が出てくる可能性もございます。そういった中においては、いろいろな制度による支援と

いうことの可能性が出てくるかと思いますので、そこもにらみながら、この重点地区への指定
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というものは継続していきたいと考えてございます。 

◎会長【村尾公一君】  ほかに。鳴海委員。 

◎第１５番【鳴海有理君】  私からも、少し関連しますが、今回の改定によって、空き家の対

策というか、空き家の活用を促進することが盛り込まれたことがよかったなと思うのですが、

具体的に空き家をどう活用していくか、南陽台ですとか、北野台ですとか、めじろ台ですとか、

そういった古い団地がかなり空き家がふえてきて、これをどう活用していくかというところの

具体策はあるのでしょうか。 

 また、既存の住宅を違う人に住んでもらうということなのか、別の用途として転用していく、

例えば、福祉の用途として空き家を活用していくということも含まれて考えているのかどうか、

お聞かせください。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  この方針につきましては、あくまでも東京都が考えた方

針ということでご理解いただければと思いますが、当然、空き家の活用の部分につきましては、

市のほうでも、関連所管集まった中で議論をしているところでもございます。今後、市として

の具体的な考え方は別のところで示さなくてはならないと、そういうふうに考えています。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにいかがですか。橋田委員。 

◎第１６番【橋田篤英君】  今回の変更の多摩ニュータウン地区でございますけれども、文言

の修正ということで、住宅団地等の更新という言葉が入っております。八王子市域で古いとこ

ろだと松が谷あたりかと思うのですけれども、鑓水のほうに、これからまだまだ整備がされて

いく地区がある中で、ちょっと驚きを持っているのですが、具体的にこういった団地の更新等

のお話があるのかどうかということと、恐らく、これは５年後、１０年後の将来を見据えて、

多摩ニュータウンの再生というところの平仄を合わせたのかなと考えているのですけれども、

その辺のところをお聞かせください。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  多摩ニュータウン地区、ご紹介いただきましたように、

八王子の中においても、松が谷地区についてはかなり古い団地でございます。八王子は広いも

のですから、開発のタイミングが随分長いスパンでされていったところもございまして、ご紹

介いただいた鑓水地区とか、まだまだこれから整備していかなくてはならないところもござい

ます。団地の再生といった点については、東京都も多摩ニュータウン等大規模住宅団地再生ガ

イドラインというものを示して、再生の考え方も具体的に示しているところでもございます。 

 八王子について具体的な計画があるのかというお話ですが、今の段階では、民間レベルでの、

小規模というか、そういった建て替え事業はございますが、抜本的に幾つも団地を含んだよう

な大規模な再生といったものは上がってはおりません。ただ、今後、そういった可能性も含め

て、市街地整備の方針の中に位置づけをして、対応できるようにしてまいりたいと思います。 
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◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言。浜中委員。 

◎第７番【浜中賢司君】  重点地区の具体的なあれで恐縮ですけれども、既存のなかなか進ま

なかったところをまた新たに指定しているのだと思うのですけれども、元八地区というのは八．

７ですね、７ページにある。これ、２３０ヘクタールという大変膨大な広さのところで、私の

記憶では、１５年か２０年ほど前にも、この区画整理の計画もちょっとあったように思うので

すね。今回も土地の整備の方針みたいなものは、やはり土地区画整理事業を持ったり、あるい

は地区計画を使って整備していくのだと書いてありますけれども、前回も住民の皆さんの合意

というのはなかなかうまくできなかったのですけれども、八王子の新しい都市マスの中には、

拠点を整備するのだという方針が少しございますので、２３０ヘクタール全部をやっていくの

かというか、とにかく以前にもあったから書いてあるのかなという印象もありますけれども、

もちろん新たに重点地区に指定しているわけですから、この辺は、もう少し何か新しい考えは

ございますか。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  確かに、この２３０ヘクタールを一気に区画整理を進め

ていくということは現実的に難しい部分ではあるかと考えております。ただ、部分、部分で可

能性のある地域というのはあるのかなと思っておりますし、また、今、ご紹介にありました四

谷という拠点がございます。この周辺についての整備というものはしていかなくてはならない

という考えもございまして、継続的にこの重点地区に指定をしているということでございます。 

◎第７番【浜中賢司君】  わかりました。 

 もう一つ、南口周辺の八．３５の中身なのですが、指定されているところで、医療刑務所の

跡地の利用について、先ほど審議しました都市再開発の方針の中にも同じような記述はあるわ

けですけれども、少し書きぶりが違うものですから、住宅のほうの開発整備の方針と違うこと

があるのかなということですね。１つは、住宅のほうでは公園緑地ということを前提に書いて

あるような気がするのですが、先ほどの再開発のほうでは、まちづくりの核として、子供から

高齢者までの世代が集い、交流する目的となるというような、少し広い感じの、何を持ってこ

ようかということについても、まだ決定もしていないわけですから、どんな感じかよくわから

ない雰囲気が出ているのですけれども、この２つの書きぶりが違うというものの中身を説明し

ていただきたいと思います。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  お話いただいたように、再開発の方針につきましては、

その地区の活性化といったところをメーンに据えてございます。ただ、言っていることは同じ

で、そこに住まわれている方、あるいは来街者の方、そういった方々が快適に過ごせるような

部分を医療刑務所の用地に求めていくといったところを求めております。住宅市街地の方針に

つきましては、その周辺に住まわれる方のための憩いの場としての表現という形で公園緑地と

いったところも使わせていただいてございます。具体的にどういう形で整備されるかがまだ決
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まっていない状況でございますので、少し包含的な表現を使わせていただいております。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございませんでしょうか。それでは、ご発言もないよう

ですので、ただいまの案件についてお諮りいたします。 

 表決の方法は、挙手といたします。 

 諮問第１０号 多摩部１９都市計画住宅市街地の開発整備の方針の決定について、原案を適

当なものと認める方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎会長【村尾公一君】  全員賛成であります。 

 よって、本案件につきましては、原案を適当なものと認める答申をすることに決定いたしま

す。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、諮問第１１号から第１４号でございますが、関連案件で

すので、一括審議といたします。 

 事務局から案件を朗読させます。 

〔事務局案件朗読〕 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、市側から説明願います。 

 駒沢都市計画部長。 

◎都市計画部長【駒沢広行君】  諮問第１１号、八王子都市計画用途地域の変更から、諮問第

１４号、八王子都市計画地区計画八王子インター北地区地区計画の決定につきましては、関連

する案件でありますので、一括してご説明いたします。 

 これら４件につきましては、八王子市決定の案件でございます。 

 それでは、お手元の参考資料１をごらんください。図面中央に黒く塗られた地区が今回用途

地域、高度地区、防火地域及び準防火地域の変更を行う範囲になります。また、太線で囲まれ

た地区が地区計画の決定を行う範囲になります。本地区につきましては、中央自動車道八王子

インターチェンジの北側に位置し、西側はひよどり山道路、北側は新滝山街道、東側は国道１

６号に面した地区でございます。 

 続きまして、今回変更の趣旨及び目的についてご説明いたします。本地区は、本市の基本構

想、基本計画であります八王子ビジョン２０２２において、北部地域の拠点として、また、八

王子市都市計画マスタープランでも、広域交通の要衝という立地条件を生かし、自立都市の実

現化に資する新しい都市機能の導入が期待されており、土地利用の方針としては、一般商業地

及び流通・研究業務地に位置づけられております。 

 また、東京都の多摩の拠点整備基本計画においては、機能展開地区に位置づけられ、大規模

未利用地の活用により、広域集客や地域の利便性の向上に資する機能導入を促進するものとさ

れております。 
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 これらの将来像実現のため、平成２５年１月に事業認可された八王子インター北土地区画整

理事業は、同年４月に仮換地指定が行われ、道路、公園、宅地などが着実に進められていると

ころであります。こうしたことから、今回、土地区画整理事業の進捗により、適切かつ合理的

な土地利用の規制、誘導を図るため、用途地域などの地域地区の変更と地区計画の決定を行う

ものでございます。 

 それでは、諮問第１１号、用途地域の変更、諮問第１２号、高度地区の変更、諮問第１３号、

防火地域及び準防火地域の変更につきましてご説明いたします。これらの変更につきましては、

計画図が重複するため、別添の参考資料２にまとめておりますので、ごらん願います。 

 用途地域などの変更に当たりましては、本市の指定方針・指定基準に基づき行っており、そ

の変更内容をページ右下に凡例として記載しております。 

 まず、番号①についてでありますが、面積約２．５ヘクタールの区域を、現在、用途地域が

第１種低層住居専用地域、建ぺい率３０％、容積率６０％、高さの限度１０メートル、第１種

高度地区となっているところを、用途地域を準工業地域、建ぺい率６０％、容積率２００％、

第２種高度地区、準防火地域に変更するものでございます。 

 次に、番号②についてでありますが、面積約１０．７ヘクタールの区域を、現在、用途地域

が第１種低層住居専用地域、建ぺい率３０％、容積率６０％、高さの限度１０メートル、第１

種高度地区となっているところを、用途地域を近隣商業地域、建ぺい率８０％、容積率２０

０％、第２種高度地区、準防火地域に変更するものでございます。 

 続きまして、番号③についてでありますが、面積約０．７ヘクタールの区域を、現在の用途

地域が準住居地域、建ぺい率６０％、容積率２００％となっているところを、近隣商業地域、

建ぺい率８０％、容積率２００％に変更するものでございます。なお、高度地区と準防火地域

の指定の変更はございません。 なお、高度地区と準防火地域の指定の変更はございません。 

 続きまして、諮問第１１号資料の「八王子都市計画用途地域の変更について」の１ページを

ごらんください。本表は、変更後の用途地域の面積内訳をお示ししてございます。 

 また、諮問第１２号資料の「八王子都市計画高度地区の変更について」及び諮問第１３号資

料の「八王子都市計画防火地域及び準防火地域の変更について」の各１ページにそれぞれ変更

後の面積内訳をお示ししております。 

 続きまして、諮問第１４号の地区計画の決定についてご説明いたします。秩序ある市街地の

形成を図るため、面積約１６．６ヘクタールの区域について、地区計画の決定を行うものであ

ります。諮問第１４号資料「八王子都市計画地区計画八王子インター北地区地区計画の決定に

ついて」の１ページをごらんください。上から４段目に記載してあります地区計画の目標につ

いてでございますが、八王子ビジョン２０２２や都市計画マスタープランなどの上位計画に基

づき、北西部幹線道路計画や土地区画整理事業により基盤整備を進め、北部地域の核となる新

たな拠点として都市機能の充実を図り、周辺の環境や緑と調和した活力とにぎわいのある都市
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環境の形成を図ることとしております。 

 次に、土地利用の方針についてご説明いたします。資料６ページをごらんください。地区の

西側、細かな水玉模様でお示しした用途地域で近隣商業地域に指定する範囲を地区計画におい

ては、複合拠点施設地区としております。また、中央の斜線及び東側と南側の横線でお示しし

た準工業地域に指定する範囲を、地区計画においては、それぞれ、研究・業務施設地区及び業

務施設地区と区分しております。 

 資料戻りまして１ページをごらんください。下から３段目、土地利用の方針に、この３つに

区分した地区の方針をそれぞれ記載しております。 

 複合拠点施設地区では、広域交通の要衝という地域特性を活かした商業・業務系機能と地域

支援機能が一体的かつ複合的に集積した、中心市街地の活性化を補完する機能を分担する新た

な拠点として、複合拠点施設などの立地誘導を図ることとしております。 

 次に、研究・業務施設地区では、試作型の研究所や先端技術産業、研究開発・業務系施設等

の立地、誘導を図ることとしております。 

 続きまして、業務施設地区では、広域幹線道路に近接する交通利便性を活かし、周辺の業務

施設や流通・研究業務施設と連携し、産業・業務施設、サービス施設等の立地、誘導を図るこ

ととしております。 

 次に、資料７ページをごらんください。地区施設の配置及び規模についてご説明いたします。

図のとおり、土地区画整理事業により計画的に整備される区画道路、公園、緑地などを地区施

設として定め、将来にわたり、その機能の維持・保全を図るものでございます。 

 資料戻りまして３ページをごらんください。建築物等に関する事項についてご説明いたしま

す。左側の欄が複合拠点施設地区、真ん中の欄が研究・業務施設地区、右側の欄が業務施設地

区となります。 

 建築物等の用途の制限につきましては、この表のとおりでございます。用途地域による建築

物の用途制限に加え、本地区計画の土地利用方針に即して制限を定めております。 

 続きまして、資料４ページをごらんください。建築物等に関する事項として、その他、敷地

の細分化を防止するための建築物の敷地面積の最低限度や、道路や隣地との空間の確保のため

の壁面の位置の制限及び周囲からのに配慮するための建築等の形態または色彩その他の意匠の

制限を表のとおり定めております。 

 なお、これらの案件につきましては、平成２６年２月２３日に住民の方々を対象とした素案

説明会を行い、その上で都市計画法第１６条の規定に基づき、地区計画原案を平成２６年９月

１７日から２週間、公衆の縦覧に供したところ、意見書の提出はありませんでした。 

 また、都市計画法第１７条の規定に基づき、都市計画変更の案を平成２６年１１月１９日か

ら２週間、公衆の縦覧に供したところ、団体が１３団体１３通、個人が３４名１８１通の意見

書の提出がございました。 
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 その内訳でございますけれども、賛成意見に関するものは１団体１通、反対意見に関するも

のが１２団体１２通と、３４名の個人の１８１通となっております。 

 それでは、意見書の要旨について、それぞれご説明いたします。机上で配付いたしました意

見書の要旨をごらんください。中でも都市計画に関する代表的なものをご説明いたします。 

 １３分の１ページの賛成の意見に関するものでは、今回の都市計画変更により、生活支援サ

ービスの充実や、地域のにぎわいに資するサービス機能の導入により、日常生活の利便性、ま

ちの魅力向上が期待できることから、早期の実現をとの意見でございます。 

 これについての市の見解といたしましては、八王子インター北地区における交通の要衝とい

う立地条件を活かした広域集客、また、利便の向上に資する機能導入を図ることとしており、

今回の用途地域の変更や地区計画を定めることによって、これらの機能の立地が実現化される

ものと考えております。 

 また、反対意見に関するものでありますが、１３分の２ページをごらんください。「２－１ 

都市計画に関する意見」のうち、用途地域の指定に関する意見として、（１）から（８）で共

通している用途地域を近隣商業地域ではなく、商業地域として指定をすべきとの意見でありま

す。 

 これについての市の見解といたしましては、八王子市都市計画マスタープランでの位置づけ

が地域振興拠点としていることから、用途地域等の指定方針、指定基準により、近隣商業地域

を適用することとしております。また、隣接する第１種低層住居専用地域の土地利用の状況か

ら、容積率は２００％としております。 

 続きまして、「地区計画の規制に関する意見」でありますが、１３分の４ページをごらんく

ださい。事業者は、当地区で予定されている施設の店舗面積を約５万２，５００平方メートル

と説明しているので、北部地域の振興拠点としてふさわしい商業面積を地区計画の中で店舗面

積の最高限度を定めるべきとの意見であります。 

 これについての市の見解といたしましては、八王子市都市計画マスタープランや、東京都の

多摩の拠点整備基本計画においても、広域集客や地域の利便性の向上に資する機能導入を促進

することとしており、一方、中心市街地では、中心拠点として、特に八王子駅、京王八王子駅

に隣接する旭町・明神町地区周辺まちづくりの推進、また、中心市街地活性化基本計画で示さ

れているさまざまな施策を積極的に展開していくものとしております。 

 このような両地区の広域集客力を最大限発揮させるとともに、周辺の道路状況や環境等に応

じた適正な規模の施設立地が図られることから、本地区の地区計画では、地区施設面積の制限

を定めないこととしております。 

 続きまして、「土地利用に関する意見」についてでありますが、１３分の５ページをごらん

ください。当地区の開発は、広域道路交通の要衝としての立地条件や、中心市街地の機能を補

完するものであれば、物流拠点として土地利用を図り、中心市街地との共存を目指すべきでは
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との意見であります。 

 これについての市の見解といたしましては、八王子市都市計画マスタープランなどの上位計

画において、広域集客や地域の利便性の向上に資する機能導入を促進していることから、地区

計画において、複合拠点施設地区、研究・業務施設地区、業務施設地区と区分し、地区の特性

を十分活かした土地利用のバランスを図っているものでございます。 その他、１３分の６ペ

ージからは「２－２ その他の意見」として、「２－２－１ 交通渋滞に関する意見」「２－

２－２ 既存商業地の衰退に関する意見」「２－２－３ 中心市街地への影響に関する意見」

「２－２－４ 都市計画審議会に関する意見」「２－２－５ 生産緑地に関する意見」「２－

２－６ 施設運用に関する意見」「２－２－７ 縦覧手続きに関する意見」と分類し、意見書

と市の見解の要旨を示してありますので、ごらん願えればと思います。 

 長くなりましたけれども、説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願

いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  以上で説明は終わりました。 

 それでは、審議を始めます。委員のご発言を求めます。渡口委員。 

◎第１１番【渡口 禎君】  説明ありがとうございました。ちょっと確認をさせていただきた

いと思います。その中でも、諮問第１４号の資料を拝見しながら確認をさせていただきたいと

思います。このインター北地区に関しては、ここで言うところの複合拠点施設地区と研究・業

務施設地区、業務施設地区ということで、３つの地区に分かれているということで、その中の

大きな１つの複合拠点施設に関して確認をさせていただきたいのですけれども、具体的に言え

ばイオンモールですか、複合施設の大型店舗の進出計画とか、そういったものも取りざたされ

ておりますけれども、今まで、さまざまな形で議会でも審議をさせていただいた背景もあるの

ですが、我が会派といたしましては、イオンの出店等の計画とか、そういったものに関して言

いますと、例えば、中心市街地が受ける影響というか、今、全体的な用途変更についての八王

子市の計画も話がありまして、この中心市街地についても、この計画のもとに考えられること

からすると、非常に影響が中心市街地にはあるのかなという気がしますが、この点について、

いろいろな形でその影響について、しっかり市側としては認識を持って、また考慮していくと

いう答弁もいただいてきている背景がありますので、このことについて、ちょっと確認をさせ

てください。いわゆる影響について、どう考慮してきたかということを、この点について確認

をさせていただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  青木中心市街地対策課長。 

◎中心市街地対策課長【青木和宏君】  中心市街地の影響についてのご質問でございますが、

見解書の１３分の８ページにも書いてございますとおり、北部地域の地域拠点は中央自動車道

八王子インターチェンジや国道１６号線、広域交通の要衝という利点を活かした広域的な集客

が見込まれるものでございます。 
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 一方、中心市街地につきましては、鉄道交通の結節点であるという利点、それから、ＪＲ八

王子駅及び京王八王子駅に隣接する旭町・明神町地区周辺まちづくりをこれから推進し、東京

都が整備を進めていく産業交流拠点を核といたしまして、新たな集客が見込まれるものでござ

います。 

 それぞれの交通結節点としての特色を活かした広域集客が相乗効果を発揮いたしまして、本

市全体の活性化につながる、持続可能な中心市街地のまちづくりを商店街と連携して推進する

ことによりまして、市全体の活性化につながるものと考えております。 

 以上でございます。 

◎第１１番【渡口 禎君】  今のお話のとおりですと、いわゆる道路の集客と、中心市街地に

ついては鉄道関係を踏まえた中での集客で、全般的な集客システムで、それがほかにも影響し

ていくというお話がありましたけれども、資料の中でも書かれておりますけれども、意見書の

中でも、これだけいろいろ市民の方も意識を持たれていて、また、きょうの傍聴人の方々も非

常に多いということで、今の資料の中でちょっと確認をさせていただきたいと思いますけれど

も、中心市街地の活性化を補完する機能ということで、土地利用の方針の中で、複合拠点施設

地区の中での文言の中に、中心市街地の活性化を補完する機能ということで、今もちょっとお

話がありましたけれども、具体的にもう一度、確認をさせていただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  今、ご説明のありました補完する機能でございますが、

さきにも述べましたように、こちらのインター北については、交通軸を利用した機能によって

集客を持たせたいと。中心市街地については、主に鉄道を持った機能を持たせたいと。それ以

外については、補完する機能という中で、お互いが持ち合わせない機能をお互いに持たせ合っ

て、お互いを補完していくのだと、そういうふうな機能を考えてございます。ただ、現状の中

では、まだ具体的なところまでは協議の中には載ってございません。 

 以上です。 

◎第１１番【渡口 禎君】  今の段階では具体的なというお話がありましたけれども、せんだ

って、私ども、中心市街地の商店主さんの方々とお話しする機会がありまして、その中で言わ

れていたのは、商店と言えば、当然、八王子全般的にありますけれども、特に中心市街地の方

から言われたお話の中では、当然、民間業者の話がありますので、市がその中を取り持ってと

いうことでありますけれども、全く情報がないと、そういう場づくりをしっかりつくってほし

い、こういうことをお伺いいたしました。また、昨年の予算委員会でも、我が会派の議員が具

体的にそういった場をつくって、意見交換なり、情報共有の場をつくってほしいということを

提案をしてまいりました。このことについてはどのような認識をしているか、確認をさせてく

ださい。 

◎会長【村尾公一君】  青木中心市街地対策課長。 
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◎中心市街地対策課長【青木和宏君】  懇談の場についてのご質問でございますけれども、中

心市街地の活性化を推進していくためには、商店街の方々など、中心市街地の関係機関、団体

等との意見交換をしながら取り組んでいかなければならないと考えてございます。地域の方々

と中心市街地の将来に向けて議論する場につきましては、進めてまいりたいと考えております。 

◎第１１番【渡口 禎君】  予算委員会でもそういった回答をいただいているので、本日の審

議会を通して、全体観に立った話し合いということでは、市の役目が非常に大きくなってくる

と思いますので、具体的にこの懇談の場、いわゆる情報の共有というか、そういうものがない

限りは議論の積み上げもできませんので、そういった場をしっかりこれから検討してやってい

く、早期にやっていただきたいのですが、この点について確認をさせてください。お願いしま

す。 

◎中心市街地対策課長【青木和宏君】  ぜひ、市といたしましても、意見交換の場につきまし

ては、そういった場を持ちながら皆様方と、議論をさせていただきたいと考えております。 

◎第１１番【渡口 禎君】  ありがとうございます。この審議会を通して、また、これから具

体的に事業計画化になっていくと思いますので、その際における、本当に心配をされている方

がいらっしゃいますので、情報共有の場づくりと、また意見交換の場をしっかりつくっていた

だきたいなということを改めてお願いをさせていただきたいと思います。 

 意見書の中身で確認をもう一度させていただきたいのですけれども、今、審議会の中でもお

話がありましたし、意見書の中でもありますけれども、交通渋滞ですね。現状でも、例えば、

土日などにあの通りを通りますと、道の駅滝山の近辺、非常に渋滞をしている背景があります。

例えば、１６号側から行きますと、右折に入って、道の駅滝山に入って渋滞がつながったりと

か、また逆のパターンですね。道の駅の逆側に今回の大型店舗ができるということになると、

こういった道路整備は本当に早急の問題でありますし、また、渋滞をして、そこで何時間も待

たせるとか、本当にストレスがたまるような形になりますと、商業施設に携わることではなく

ても、非常に不便を感じると思いますので、この辺について確認をさせていただきたいと思い

ます。 

◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  渋滞に関してでございますが、現状の協議状況について

お答えをさせていただきます。渋滞については、増加する交通量を主要幹線道路別に推定をい

たしまして、周辺道路に渋滞が発生しないよう、交差点の新設、改良、付加車線設置等につい

て、交通管理者、道路管理者様と協議を進めております。さらに、開業時に集中する交通量に

対しましても、事業地周辺に臨時駐車場の設置等、自主的な交通負荷軽減策を事業者に市から

求めているところでございます。 

◎第１１番【渡口 禎君】  了解いたしました。事業者との連携、また地域住民の方、そして

また中心市街地の商店街の方たちとか、これから具体的に細かく詰めていかなければいけない
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話題があると思いますので、ぜひその点を注視していただいて、意見としてお伝えいたします。

よろしくお願いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  ほかに。美濃部委員。 

◎第４番【美濃部弥生君】  ありがとうございます。この場で確認をしなければならない大事

な点としまして、今回の用途変更が八王子ビジョン２０２２、また、都市計画マスタープラン

など、上位計画に適合しているのかどうか、そこを確認させていただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  守屋都市計画課長。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  先ほど部長からも説明がありましたとおり、八王子ビジョン

２０２２では、こちらは北部地域の拠点としての位置づけがされております。 

 また、都市計画マスタープランにつきましては、こちらは地域振興拠点、産業振興拠点とい

う位置づけがございまして、地域振興拠点につきましては、地域の利便性の向上を図る商業施

設の集積、産業拠点につきましては、産業を集積することによって、その拠点の形成を図ると

いうような位置づけがございます。 

 また、都市計画マスタープランにつきましては、さきの第１５８回の都市計画審議会におき

まして、新しい都市計画マスタープランをご審議いただいたところでございますが、そちらの

ほうにつきましても、そういった内容を踏襲した中で、今、策定作業中でございますが、そう

いった上位計画をもとに今回の都市計画の変更を行っております。 

 以上でございます。 

◎第４番【美濃部弥生君】  ありがとうございました。今まで積み上げてこられたものにのっ

とっているということを確認させていただきました。 

 また、その上でですけれども、用途変更を認めることによって、本市において、どのような

効果、また影響があるとお考えでしょうか。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  先ほど私からも申し上げましたように、こちらの上位計画、

都市計画マスタープラン、それから、八王子ビジョン２０２２、それから、東京都で作成して

おります多摩の拠点整備基本計画といった上位計画に基づく新しいまちづくりをこちらに導入

することができると思っております。 

 以上でございます。 

◎第４番【美濃部弥生君】  八王子全体、活性化が期待できるということでございました。私

から最後に、中心市街地の商店会の皆様からのご意見、私も伺わせていただきまして、大変危

惧されていることはひしひしと伝わってきたわけでございますけれども、ぜひとも一日も早く

この商店会の皆様との懇談会を開いていただきまして、商店会の皆様方のさまざまな懸念を受

けとめていただいて、しっかりと取り組んでいただきたいということを強く要望させていただ

きまして終わりたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  宮瀬委員。 
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◎第６番【宮瀬睦夫君】  きょう、机上配付をしていただいた意見書なのですが、これは一般

市民等々からの大変貴重な意見なのですね。これが突然会議の席で机上配付というのは、非常

に私は納得をしていません。少なくとも何日か前に委員の皆さんの手元に届けて、よくこれを

読んでいただいて、一般市民が何を考えているのかがわからないと、ここで審議する意味がな

いのですね。ですから、こんな重要なことをぽんと見て、先ほど部長がこういうことがありま

すということで、ごらんになってと言っても、見る時間がないです、全く。読む時間がないわ

けですから、その上でここで審議をしてということになると、時間もたっぷりもらわないと、

なかなかできないかなということで、まず最初にそういった意見を申し上げます。 

 それから、この意見書に対する見解を書いてありますけれども、意見を出していただいた

方々には、これは配付をするのでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  守屋都市計画課長。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  こちらの意見書につきましては、現在、審議会のほうでまと

めて、机上配付をさせていただきました。こちらの内容につきましては、ご審議のために配付

している次第でございますので、最終的には都市計画の図書という形の中の一連のもので見ら

れるよう都市計画課において、、縦覧といいますか、そういった形で見れるようにしたいと考

えております。 

◎第６番【宮瀬睦夫君】  それだとちょっと筋が違うのですね。意見を求めておいて、その見

解はホームページ等々で見なさいよということではなくて、一人一人が提案をして意見を出し

て、この問題について大変皆さん心配をしているわけですから、審議会にかけて、こういう資

料が配付された以上は、それぞれ意見を出してくれた方、我々は知りませんけれども、行政は

どなたから来ているかわかっているわけですから、その方々に少なくとも口頭での説明、もし

くはある程度の資料をもって説明しておく必要があるだろうと私は思います。この件に関して

は、それでやめておきます。とにかくそういう趣旨でやっていただきたいと。 

 それから、きょうは用途変更の問題ですけれども、会長、まちづくりの話が始まらないと、

なかなか用途変更のみでの話にいかないと思いますので、先ほどもほかの委員の方からまちづ

くりの話が出ていますので、私もそれに絡めて発言をさせていただきますけれども、よろしい

でしょうか。 

 まず、この問題については、私はかねがね申し上げているのですが、当初からボタンのかけ

違いをしているかなという判断をしております。といいますのは、土地を東京都が売却をする

に当たって、市の考え方を聞きなさいということで、そこに数社来て、意見を聞いて、それを

もとに東京都に入札をしたわけです。ただ、残念ながら説明を受けた方々全員が入札に参加し

ているわけではなくて、重要な、先ほどイオンという話が出ましたけれども、具体的に言えば

イオンは名前もなかったという状況があって、それについてはこれ以上申し上げませんが、そ

ういった意味で、ボタンのかけ違いがあったために、八王子市、それから、我々の商工会議所、
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そして一般の市民の方々と出店をしている会社との意思の疎通が全くできていない。そういう

状況で進んでいますので、どちらかというと、一般の市民の中では、もう疑心暗鬼になってい

る。どうせ勝手なことをやるのだろうというような、言葉は悪いですけれども、そんな状況に

今、来てしまったかなという気がしています。 

 ですから、その問題については、先ほど懇談会という話がありましたけれども、もっと具体

的に、イオンならイオンに説明をしてもらう。つまり、今まで何もなかったところ、このとこ

ろ急激に説明会を開いたり、説明をしたり、つまり、それは何かとよくよく考えてみますと、

審議会で用途変更が出るのに、何も市民に知らせないと、多分、だめだろうというぐらいの気

持ちかなという気が私はしていますけれども、それによって急激にこのところ説明をされてい

るようです。ただ、残念ながら報告だけのですね。こういうのをつくりますけれども、皆さん、

どうでしょうかと意見を求めているわけではなくて、報告だけしているわけですから、これで

はなかなかうまく物事が始まらないだろうという気がします。我々が八王子市に問い合わせを

しても、余りよくわからないのです、何も説明がないのですという返事を何回かいただきまし

たけれども、このイオンの出店計画の内容について、イオンとどういう調整をしてきたのかを、

まず市の立場としてお話を伺いたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  イオンとの出店計画ということでございますが、我々の

ほうでイオンの、今、お話のあった話を聞いたのは、東京都の平成２０年の段階で、インター

北地区の都有地の売り払いの競争入札の結果として、インター北地区の周辺まちづくり合同会

社が入札をしたというところは確認をしてございます。その後、イオンから、２００９年の１

０月の段階で、我々のほうの、このインター北地区について、複合拠点の施設計画の提案書と

いう形で、八王子インター北地区の周辺まちづくり合同会社と、この当時はイオンリテール株

式会社のほうから、こちらについての計画書が提案されております。その後、ここについては

区画整理事業という形の中での調整をずっとさせていただいておりましたので、現在も区画整

理の事業とあわせて、今は、私どもで把握しているのはイオンモールがこちらの拠点を調整を

しているという状況でございます。 

◎第６番【宮瀬睦夫君】  その内容では、やはり一般市民が全く受け取れないだろうと。つま

り、一般の市民の方々は、一体あそこに何ができるのだろうという中身の問題を知りたいわけ

ですから、あるいは中身について意見を言いたいわけで、そういう問題が全く伝わっていない

ことが１つ問題なのですね。ですから、具体的には、もうちょっと行政がリーダーシップをと

るような形でやるべきだろうと私は思っております。 

 具体的な内容がないようですので、もう一点、インター北地区の位置づけについてお尋ねし

ます。先ほど交通軸と鉄道軸で集客の仕方が違うというような話がありました。その程度では、

中心市街地との機能の分担、補完は全くできないだろうと。つまり、お客さんが違うのですよ、
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来る人が違うのですよということでは、全く違う。お客さんのほうはどこへ行こうが自由なわ

けですから、何が分担して、何が補完されているのか、それの具体的なことをはっきりと示し

ていただかないと、この話はなかなか先へ進まないのではないかと思うのですけれども、いか

がでしょう。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  今の話でございますが、当初からここについては、この

スタートの段階では、中心市街地等活性化検討委員会、市民、学識の方が入った中での検討会

をやらせていただいております。それが全ての計画の発端になっていると私どもは理解をして

ございます。その後、私どものほうで、ここの土地の利用、土地活用という方針をつくらせて

いただいて、補完する機能ということの中で、機能としては、アメニティー、レクリエーショ

ン、アミューズメント機能、さらには日常の買い物環境の補完をするような機能という形での

機能分担を図るような考え方を打ち出しております。 

 その中身について、当然、入札する段階でそこの中身を確認をすることになってございます

ので、当初、事業者から提案された提案書にも、それを盛り込まれたものが入っているという

ところの確認までは私どももさせていただいております。ただし、現状、大きな集積軸の違い

につきましては、先ほど私が述べましたように、１つは、今、わかっている集積の機能といた

しましては、中心市街地においては鉄道軸、インター北については交通軸というところが中心

になるかと思われます。 

 さらに、この中身につきましては、先ほども申しましたように、これからこの機能について

は具体的な中身を詰めていくという段階にあると思っております。ただ、幾つか話のほうとし

て聞いている機能といたしまして、具体的に聞いている中身といたしましては、警察の立寄所

であるとか、北部地域の欠けている機能、公共的な機能を入れていくというところまでは伺っ

ております。ただし、個別の中身は、事業者も今、検討中ということで、まだ確定したもので

はないという中で我々も調整を行っています。しかしながら、市としては、この計画を尊重す

るように働きかけを求めて協議を行っているという状況でございます。 

◎第６番【宮瀬睦夫君】  イオンそのものがまだ検討中ということですけれども、実は、改正

まちづくり三法等で大型店舗の規制をやりました。ただ、残念ながら、そういうことがあって

も、中心市街地、これは八王子という意味ではないですけれども、全国的に地盤沈下が起こっ

ているというのが現状でございます。その中で、先ほどボタンのかけ違いの話をしましたけれ

ども、一般の市民感情として、なぜ用途変更を急ぐのだと。出店する側が何もオープンにして

いないのに、なぜ用途を変更するのだと。少なくともイオンの建設スケジュールに合わせてや

るべきではないだろうという意見が多々占めております。私はイオンの建設スケジュールに合

わせているかどうか知りませんけれども、いろいろな説明、あるいは新聞報道等によると、だ

んだんそっちのほうに行っているかなと思っております。ですから、この時期に用途変更をす

るのはおかしいのではないかという一般市民の感情も、この審議会ではとっておくべきだろう
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という気がいたします。 

 それから、今、中心市街地の分担、補完について伺いましたけれども、まだ私は納得をして

おりませんが、実は、人口減少・高齢化社会、そういう問題がありまして、そこにふさわしい

まちづくりとしてコンパクトシティーが言われているわけですけれども、先ほど来、インター

北地区のその部分については、地域拠点になるということ、それは大変いいことだろうと。何

もないところで、あの辺に住んでいらっしゃる方は大変お困りですから、それは私は大賛成な

のですが、あの地域でのコンパクトシティーの考え方というのは、八王子としてはとろうとし

ているのかどうか、お聞きをしたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【中邑仁志君】  これは都市計画マスタープランの中において、地域拠点

ということで、北部地域においてはインター北地区を位置づけております。今、コンパクトシ

ティーというお話がございましたが、機能的にあの地域にそういった都市機能を集約していく

というのは今後見据えていかなくてはならないと思っておりますが、全体的なコンパクトシテ

ィーといった部分で、インター北のところに集約すると、住居系も含めて集約するといった考

え方は今のところ示しておりません。 

◎会長【村尾公一君】  宮瀬委員。 

◎第６番【宮瀬睦夫君】  そろそろ終わりにしますけれども、実は、昨年１２月の初めにＪＲ

岡山駅徒歩５～６分のところに西日本のイオンの旗艦店としてショッピングモールがオープン

しました。これについては、新聞報道ですけれども、売場面積９万２，０００平米、地下２階

地上８階建て、３５６店の専門店と、商圏は岡山全域の１９２万人を目指している。なお、そ

こに在日外国人の誘致をするということで、年間２，０００万人の集客を目指すということが

新聞報道にありました。この中で、核テナントとしては、当然スーパーイオンが入ります。そ

れから、高島屋だとか、東急ハンズ、映画館、あるいはファッションではＨ＆Ｍとか、ＺＡＲ

Ａだとか、そういうものが入って、２３８店が県内初出店という規模のものがオープンをして

おります。 

 そこに地元企業も６５店ほど入っているようですけれども、当初、これが計画をされるとき

に、当然ながら、今の八王子の中心商店街の方々も同じように、絶対これはまちがだめになる

だろう、どうしようもないということで反対運動が起き、商工会議所でもイオンモールの対策

委員会をつくって検討していたということで、なぜそれが実現したかということをよくよく考

えてみますと、少なくとも、出店をする側が、一般の市民、商店、会議所、もちろん行政に対

する意見の収集をしたのですね。つまり、俺たちはここに出るよというのではなくて、出るの

に対して、どうしたらいいでしょうかということで、当然、反対は多かったわけですけれども、

年間２，０００万人近い集客を目指すことによって、まちが潤うじゃないかという話にいきま

した。 
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 岡山駅から徒歩５～６分というと、恐らくＪＲ八王子駅から行くと八日町の交差点ぐらいだ

ろうと思うのですね。そこに今の話に出ているインター北地区よりもっと大きなものができる。

もちろん岡山県の人口と八王子の人口は違いますけれども、そういうことを考えたときに、や

はり先ほど申し上げましたように、出店者は少なくとも、行政、会議所、一般市民、商店街、

そういう人たちから意見を集めるということをしない限りは、全くうまくいかないだろうと思

うのですね。つまり、共存共栄、あるいは補完、そういうことを考えているのであれば、そう

いうふうに一般の市民等々からの意見を求めて、どんなまちづくりに我々はしていきたいのだ

ということまで説明を受けない限りは、問題が今後も起きるだろうと私は考えておりまして、

今後、イオンと行政が折衝するのに対して、ちょっと注文をつけておきたいと思います。 

 まず、市とか会議所への報告ではなくて、相談をすることをイオン側に確約をさせる。 

 それから、中心市街地活性化の再生基本計画検討会というのがありますけれども、中心市街

地の活性化の実現化を目指す方針を早目に出して、実現をする方向性に向けてほしい。 

 それから、もう一点、これは日本全国で、イオンだけではなくて、大型店舗の出店に、出店

だけの問題ではないのですね。閉鎖、撤退があるわけです。その数が多いのですね、日本全国

で。そのときに、ここは儲からないから撤退しますよと簡単に撤退させるのではなくて、閉鎖、

撤退に対しては、地域貢献の義務のルール化を図っておく。 

 この３点をぜひ行政のほうは、イオンとの折衝については確約をしてほしい。もちろん、

我々商工会議所としても、そういうところに出るのはやぶさかではありませんから、できるだ

け一緒にやっていきたい。出店をすると、もう我々と同じ市民の立場なのですね。ですから、

それまでの大企業の横暴さを早目に捨てていただいて、八王子市がこうあるべきという姿を示

してほしい。そんなことを私は考えておりますので、これは意見として、強い意見として申し

上げて、私の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

◎会長【村尾公一君】  駒沢都市計画部長。 

◎都市計画部長【駒沢広行君】  貴重なご意見等いただき、本当にありがとうございます。私

どもも、今、委員がおっしゃられた３点につきましては、しっかり意見として受けとめさせて

いただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  そのほか、いかがでしょうか。鈴木委員。 

◎第９番【鈴木勇次君】  それでは、お尋ねをします。まず、まちづくりの問題で、用途変更

するということで、近隣商業地域に用途変更になる。そして、そこの地域には既にもうイオン

が出店をするということで計画が進行しているわけでございます。そういう点で、まず、影響

を一番受ける八王子の商業者の意向、それから、商工会議所の委員から今もお話がありました

けれども、そうしたところの意向の取り扱いについてお尋ねをしたいと思います。 

 遡りますけれども、平成１６年７月１３日に、前会長の石田和男さん、市商連の会長でござ

いますけれども、大型ショッピングセンター出店計画についての白紙撤回の意見書が出されて
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います。短い文章でありますけれども、全部は紹介しませんが、主立ったところでは、この計

画は八王子駅前の商業規模に匹敵するものだ。地元商工業者を無視しているものであります。

八王子市が区画整理事業手法により用途の変更を行い、大型ショッピングセンターを誘致する

ことは、地元の商業を破壊するものであり、まちづくりでも何でもありません。中間略します

けれども、我々中小業者は長年この地で生活し、営々と働いて納税してきました。そして地域

の町役を引き受け、福祉、防犯、祭礼など、住民自治の一端を担ってきました。なぜ八王子市

行政の後押しによる大型ショッピングセンター計画で生存権まで奪われなければならないので

すか。まさに死活問題であります。白紙撤回を求めますという、まず、この意見書が出されて

おります。 

 それに引き続いて、商工会議所からも意見書が出されているわけであります。そして、再度、

平成２６年４月４日には、市商連の現在の会長だと思います深沢靖彦さんからの要望書、他の

２８商店会、加盟商店会全てだということでありますけれども、連名で要望書が出されて、や

はり同趣旨の中身になっているわけです。断固反対をするということでの要望書でございます。 

 こうした要望書や、商工会議所からの見解書というものがこれまで出されて、この大型ショ

ッピングセンター計画については撤回をしてくれ、白紙に戻してくれ、さまざまな見解、要望

が出されているわけですけれども、この扱いについて、市はどのようにしてきたのか、詳しく

ご報告いただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  原田産業政策課長。 

◎産業政策課長【原田親一君】  先ほどのご説明にも若干ございましたが、今、委員からござ

いました１６年の八王子市商店会連合会、また、それを受けまして、八王子商工会議所、ここ

から出ました、それぞれ商業者、当事者の思いというものはきちっと受けとめた上、その後、

１９年の１月でございましたが、地元町会等からは早期開発を求める要請書が出たとされまし

た。このようなさまざまな立場のさまざまな意見を踏まえまして、八王子の中心市街地を最大

の目玉とする７拠点に関しまして、今後どのような活性化が望まれるのかということに関しま

して、経済団体、商業事業者、市民、学識経験者等からなる八王子市中心市街地等活性化検討

委員会、これを設置いたしまして、さまざまな議論をいただき、今後の本市の土地活用の方針

について提言をいただいております。この提言に基づき、東京都に要望を出したという経過が

ございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  これまで議会でも、こうした要望、意見書、見解書について議論が

ありました。文書では回答はしておりませんということで、答弁、回答が市側からされており

ますけれども、少なくとも市の責任として、事業者であるイオンには、こういう要望が八王子

の商業者から出されている、商工会議所から見解書も出されているということは伝えていただ

いているのでしょうか。いつの時点で、どういう形で伝えたのか、または伝えていないのか、

明確にお答えください。 
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◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  私どもからは、現時点においては、さまざまなご意見を

踏まえた中心市街地活性化等の提言書を踏まえてつくり上げた土地活用方針、さらにはまちづ

くり方針等を踏まえた形でここを整備等お願いをし、この土地活用の推進を図っているという

状況でございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  そうしますと、今の回答の中身ですと、この見解書、要望書、そう

いう中身では、直接は伝えていないというご回答だと思いますけれども、そういうふうに理解

をしてよろしいでしょうか。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  過去の経過で、この意見書、見解書の部分がどのように

伝えられたかについては、現時点でその資料を持ち合わせてございませんので、確認をとらせ

ていただきたいと思いますが、こういう中身を踏まえた計画だということはきちんと伝えてご

ざいます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  白紙撤回を求めているのですよ、中身は。進めてくれという中身で

はないのですよ。そういう商業者の要望書が出ているのだということは、計画を変更して進め

てくれという中身ではないのですよ。だから、そういう意向があるのだよということを少なく

とも事業者には伝える責任が八王子市にはあるのではないかということを、私はこの場で申し

上げているわけです。そういう仕事を八王子市としてはやってきたのか、やってこなかったの

かということなのですよ、まず。そこのところを明確にお答えください。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  八王子市といたしましては、先ほど経過のご説明でもあ

りましたが、反対の意見をいただきました。その後、地元からは賛成の意見もいただきました。

その中で、中立、公平な立場といたしまして、学識を入れた、ここを含む中心市街地等活性化

検討委員会の中で、八王子市の活性化と中心市街地の活性化をどのように取り組んでいくか、

その部分を検討していただき、その答申を踏まえて、今の計画にオーソライズをさせてきたと

いう状況でございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  少なくとも要望されている方々は、市は納得いただくようにご説明

をしてきたということを議会でも答弁されておりますけれども、納得している状況にはありま

せんよ、今、少なくともね。２６年の段階でも白紙撤回の要望書を出しているわけです。そう

いう状況がこの間ずっとある、そういう中で、それに対する回答や、イオンの見解も、そうし

た要望者には何ら示されていないのですよ。そういう中で、先ほどもイオンとの懇談会のセッ

ティングをしてくれというような中身がありました。議会でもありました。今年度の予算委員

会でもそういう話がありました。しかし、市は、中心市街地の活性化についての懇談会は別途

行うけれども、イオンとの懇談会をセッティングするという約束はとうとう予算委員会でもし

ませんでしたね。だから、この間、そういうことも実現していないわけです。行政として、一

番影響を受ける、営々として八王子の発展のために尽くされてきた、そういう商業者の意向が
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どういうふうに扱われているのかということは重要な問題なのですよ。その点について、即答

ができない、どういうふうに伝えたかわかりません、そんなことで市の責任をきちっと果たし

ているのだろうかと、私は思わざるを得ないのですね。だから、まず、そういう視点で物事を

考えていただきたい。ここまで話が進んでしまうと、現実には遅い問題かもしれないですけれ

ども、今後、行政を続けていく上では、遅過ぎるということはありませんから、常にそういう

姿勢で取り組んでいくということをお願いをしておきます。 

 それで、商工会議所の見解書なのですけれども、この中で大事なことが触れられています。

まちづくり３法ができまして、大店法が立地法になって、なかなか規制ができなくなった経過

があって、全国の中心市街地が郊外型の大型店が出店することによって衰退をしてきた現状が

余りにもひどいと。その地域で中心市街地が果たしてきた役割というのは、その地域、地域、

それぞれありますけれども、非常に大きなものがあるということで、国でも一定程度、そうい

うものについて見直していくのだということで、中心市街地活性化法等含めて、見直しの方向

が一定とられたわけです。 

 その中身についてですけれども、中心市街地活性化事業とインター北地区の開発計画の関係

について述べているくだりがあるのです。まちづくり３法の１つである改正中心市街地活性化

法においては、市町村の作成した中心市街地活性化基本計画が認定されるには、準工業地域へ

の大規模集客施設の出店規制が前提となる。しかし、人口が集中している３大都市圏において

は、八王子も３大都市圏の一部に入るわけですけれども、規制除外扱いとされ、八王子市も近

郊整備地帯として規制除外地区となったというくだりがあります。これは担当者ときのう確認

をし合いましたけれども、つまり、３大都市圏においては、規制はしなくても、中心市街地の

活性化基本計画は認定される可能性があるのだと、商工会議所も市も認識をしていたというこ

とではあるのです。 

 しかし、閣議決定の文書をいただきました。そこに、地方都市においては、中心市街地の活

性化基本計画を認定してもらうには、必ず準工業地域への大型ショッピングセンター等を規制

することが必要ですよという位置づけ、それから、３大都市圏においては、用途地域を定める

際に、特別用途地区の指定をして、一定の面積規模だとかを規制することができるのだ、そう

いう手法を活用してくださいということが閣議決定の中で確認されているのですよ。 

 もう一つは、特定用途地区。特別ではなくて、特定用途地区。用途地区を定めない地域に出

店してきてしまう可能性もありますので、そういうところについての規制を特定用途地区とし

て指定をして規制をするという方式についても確認をして、３大都市圏における、中心市街地

活性化のための対応を求めた閣議決定を行っているのですよ。 

 それで、少なくとも中央都市等においては、郊外に大型ショッピングセンターをつくるよう

な計画がある場合には、中心市街地の活性化基本計画は認定しませんよ、それは矛盾するから

認定しませんよという位置づけなのですよ。大都市圏では大店法による規制はできないけれど
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も、都市計画法のそういう手続に従って、それぞれの独自の、地方自治体の要請に基づいて、

用途地域をさらに制限を加えることによって規制ができるのですよ、そういう形でやって、中

心市街地の活性化基本計画の認定を受けなさいという趣旨が閣議決定の趣旨なのですよ。だか

ら、ここで商工会議所、あるいは市商連の方々も非常に心配したのは、中心市街地のすぐ横の

インター北地区に大型ショッピングセンターを誘致するような、そういう方向での用途変更ま

でして、中心市街地活性化基本計画の認定などは受けられないだろうという心配が広がったの

ですよ。当然のことですよ。市のやっている方向が中心市街地の活性化と相いれない方向だと

いうことをさんざん論議してきたのですから。その点についてはどういうふうに理解している

か、見解を持っているか、お述べください。 

◎会長【村尾公一君】  青木中心市街地対策課長。 

◎中心市街地対策課長【青木和宏君】  ただいまのご指摘でございますけれども、平成１８年

１０月１１日の商工会議所の見解書に書かれております。その部分を読み上げますと、出店規

制の前提に対しまして、「人口が集中している３大都市圏においては規制除外扱いとされ、八

王子市も近郊整備地帯として規制除外地区となった」と記載をされております。これについて

のご質問かと思いますが、市もこの見解書と同様の見解を持ってございます。 

 ご指摘の内閣府の中心市街地の活性化を図るための基本的な方針でございますが、これは中

心市街地の活性化に関する法律に基づきまして、政府は基本方針を定めるという規定がござい

まして、それに基づいて政府が定めているものでございます。そこの記載でございますが、

「三大都市圏及び政令指定都市以外の地方都市においては、特別用途地区等の活用により、準

工業地域における大規模集客施設の立地の制限が行われる場合について、基本計画の認定を行

うものとする。」という記載がございます。したがいまして、三大都市圏に属する八王子につ

きましては、「以外の」ということにかかりますので、商工会議所の見解のとおり、規制の除

外となっていると解釈してございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  立地法の関係で規制するということは、３大都市圏ですからできな

い。しかし、中心市街地の活性化を考えるときには、その地方自治体の独自の考えでもって、

都市計画法の規定に沿った形で対応しなさいというのが閣議決定の趣旨ですよ。だからこそ、

商工会議所の見解書では、３で、インター北地区の位置づけとして、今回のまちづくり３法の

改正の趣旨は、中心市街地の活性化の実現がその狙いであり、郊外立地型大型店の出店はその

改正趣旨に合致しない。したがって、中心市街地の活性化事業と郊外型大型店の出店は両立は

しない、こういうふうに述べているのですよ。だから、まさにその閣議決定の趣旨に沿った見

解をここできちっと述べて、八王子市の対応を求めているのですよ。そういうことができるの

ですよということを皆さんは理解しなくてはいけないし、そのことについてやってこなかった

わけです。やる意思もない。どうしてなのですか。都市計画法の趣旨に沿ってやることもでき

るのですということを閣議決定で書いてあるのに、そういうことをしてこなかったということ
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については、どうしてなのでしょう。 

◎会長【村尾公一君】  中邑土地利用計画課長。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  先ほど委員からお話があります特別用途地区については、準

工業とか、そういった用途地域に新たに規制を加えて大型店舗を規制するというような考え方

でございます。八王子のインター北地区の場合につきましては、八王子には、中心市街地を真

ん中に据えて６つの拠点があって、その６つの拠点については、地域振興拠点という位置づけ

が全部ございます。ほかの５つの地区を見ますと、南大沢、北野、そういったところは全て、

用途地域につきましては、近隣商業以上の用途をつけております。面積につきましては、まず、

南大沢地区につきましては、商業地域のエリアとして約２７．２ヘクタールございます。北野、

これも拠点でございますが、こちらは約２３．２ヘクタール、八王子みなみ野につきましては

約１４．７ヘクタール、高尾につきましては約８．６ヘクタール、四谷につきましてはまだ基

盤が未整備な部分がございますので、路線指定の近隣商業がついております。こちらは約２．

４ヘクタールでございます。そういった状況を見て、私どもの考え方としては、地域振興拠点

につきましては、用途地域を近隣商業に定めるという形の中の流れが、ほかの周辺を見ても、

それが適正であると考えておりますので、現在、そういうような用途の配置を考えております。 

 以上でございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  少し話を先に進めますけれども、先ほどの委員に対する回答で、中

心市街地に与える影響について尋ねたことについて、集客の特殊性が中心市街地とインター北

地区で違うのだと。その特性を活かせば、互いに相乗効果がもたらされるのだ、そういう趣旨

のご回答だったと思います。そういう回答をいつから用意されたのかはわからないのですけれ

ども、少なくとも中心市街地の人たちの心配に基づいて、中心市街地等活性化検討委員会が立

ち上げられ、そこの中でどういう影響があるのかということが大変激しく論議をされてきた経

過があったわけです。今まで私が指摘した要望書、見解書などを入れて、そういうところで検

討してきたのだという回答もあったわけですけれども、そこで検討してきたわけです、少なく

とも。そして、その検討会に参加をしていた当時の産業政策課長、あるいは部長等がどういう

認識に立っていたかということなのです。当時、検討委員会の提言書が出される直前でありま

したけれども、その内容がどういうふうになるのかということで、委員会の中で議論がありま

した。そのときに産業政策課長がこのように述べています。 

 利益代表の商店会の代表も加わって論議を重ねてきたのだと。そんな中で、郊外の大型店に

つきましては、やはり中心市街地への影響は非常に大きいものがあるという認識は一致したと

ころでございまして、郊外に大規模な小売店を持ってくるよりは、大規模ではなく、ある程度

抑えた中で、例えば、ほかの機能、アミューズメントだとか、リラクゼーションだとか、そう

いう機能を持ってこられるような、郊外にはそういう施設を持ってきたほうがいいのではない

かというのが、ある程度の一致を見たのではないかという状況にありまして、そういう形での
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提言には、４月にはなるのだろうと捉えていますという報告をしています。２０年の３月にそ

ういう提言書が出されたわけです。 

 さらに言うならば、提言書が出された後の部長の見解はどういうことを言っているかという

ことなのですけれども、この提言書の報告についてのやりとりの中なのですけれども、イオン

が展開しているような、通常、２つの棟を１つのモールでつなぐような、日の出とか、そうい

うところはみんなそういうものになっているわけですね。そして、１つの大型ショッピングモ

ールというような、そういうことを展開してきたわけですけれども、そういうことではここは、

土地の活用というものを考えるということは、これは私どもとしては全く考えていませんよと

いうことから、もしやりたいということであれば、私どもの土地活用の方針に沿ったような、

そういうことで考えていただきたいのだということを、これは常に、イオンだけはありません

けれども、言ってきた経過があります。土地活用方針についての論議の説明でしたけれども、

そういうことを言っています。 

 そんなことで、イオンリテールとしても、今まで展開してきたような店構えでやるという考

えは持っておりませんで、ここでイオンとしても、１つの新しい形、やり方を展開したいとい

う大きな意欲を示しております。そういう意味では、この４つの機能というものを提案してい

るわけですけれども、今、お話のような、通常のイオンのお店というのは、ここの生活利便機

能に含まれるような、そういう店ということで、私どもが想像するイオンモールと言われてい

るものからすると、かなり小規模なもの、そういうものを私どもは設定をしていることを想定

をしているとして、全国的に展開をされているイオンモールのようなものではなくて、かなり

小規模のもので、あとは、アミューズメント機能等を含めた施設になるのですよということを

言って、市民の心配、議会での質疑に答えている経過があるのですよ。 

 こういう当時の、まさに中心市街地等活性化検討委員会に一緒に議論に参加をしてきた市の

部課長の言葉と先ほどの回答とは大きなずれがあるのですよ。お互い相乗効果をもたらせるか

らつくったほうがいい、より大きなものをつくったほうがいい。今、大体、年間１，５００万

人の集客能力を持つ施設だと言われていますけれども、これが大きければ大きいほど相乗効果

がもたらされるのだというような、そんな回答とは全然違う議論をしてきた当事者たちの認識

だったのですよ。いつから市は、私たちへの説明として、先ほど言ったような説明に切りかわ

ってしまったのですか。 

◎会長【村尾公一君】  それは議会との関係ですか。 

◎第９番【鈴木勇次君】  議会ではないです。まちづくりに関する重要な問題なのですよ。 

◎会長【村尾公一君】  ある意味、市がおっしゃっているのは、先ほど宮瀬委員に対してお答

えしていますね。鈴木委員がおっしゃっているのは、我々、市議会に出席しているわけではあ

りませんけれども。 

◎第９番【鈴木勇次君】  だからここで答えていただければ。 
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◎会長【村尾公一君】  過去の市議会答弁と今のが食い違いがあるということが質問の趣旨で

すか。 

◎第９番【鈴木勇次君】  まちづくりにとって、どういうものがそこにできるかというのは、

八王子にとって重要な問題なのです。今度、用途地域が変更されるわけですから、それにかか

わる問題として、市はどういう影響がもたらされるという見解を持っているのかということで、

なぜそういうふうに変わってきたのかということをお聞きをしているわけです。 

◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  今の見解の問題なのですが、１点誤解があるといけない

のでお話をさせていただきますと、中心市街地等活性化検討委員会の中で、この中央自動車道

八王子インターチェンジ周辺地区の活性化に向けた方向性の中では、広域的なアクセスのよさ

を、大規模な未利用地がある利点を活かすことにより、市全体の活性化に寄与し、また、周辺

市街地等の活性化を補完する広域を対象とする拠点としていきたいという考えを述べておりま

す。この考え方は、常に一貫して市は持ち続けております。先ほども述べましたように、ここ

の地元に関しましては、生活利便機能については、非常に大きな期待を寄せているという事実

もございます。我々としては、この両方を成立させるために、いかに方法論を募ってこれから

進めていくか、それをずっと考え協議を行っております。 

 現在、近隣地域におきましては、ららぽーとがことしの秋には立川に出店し、昨年末には、

日野にも出店し、社会情勢が非常に流動的に動いていると。そういう中で、八王子市について

も、ここの大きな目的は集積、交流人口をいかにふやしていくか、それによって相乗効果を中

心市街地にも寄与していきたいという考えのもとでやっておりますので、我々の考え方にはぶ

れは１つもないと理解をしております。 

◎第９番【鈴木勇次君】  次の問題に進みたいと思います。ここの土地購入に絡んでの疑問が

市民の中ではずっとあるわけです。まちづくり合同会社が競落をして落札をしたわけでありま

すけれども、その中で、大変な土地差益が出ているのではないかという問題があります。東京

都が競売した土地の面積は１１万９，６２５平米でございます。最低売却価格は２５億７，０

００万円と公表されて競売手続に入ったわけでありますけれども、まちづくり合同会社と株式

会社エイト、これは八王子の会社でありまして、今、八王子市の公園の指定管理者等を受けて

いる会社であります。合同会社の代表である細井さんは市長の後援会の役員も務めたというこ

とも伺っておりますけれども、株式会社エイトについても、市長の責任の自民党の第２６支部

に毎年会社として寄附金を上げ、会長としては。 

◎会長【村尾公一君】  鈴木委員、私の感覚では、都市計画審議会、市長から諮問されている

内容と、それから、プロジェクトなり、市が予算の使い方なり何なり、どうしていくかという

議論とをまぜているように思うのですね。皆さん、市民の委員もいらっしゃいますし、専門の

学識経験者の委員もいますし、都市計画的観点から、市長からこの適否を我々は諮問を受けて
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いると認識しています。プロジェクトとして、市の資質や、かかわり方が不信感があるとか、

そういうお話は、ぜひ議会なり、議会の常任委員会で正すべきお話ではないかと私は思うので

すが。 

◎第９番【鈴木勇次君】  まちづくり合同会社が落札をして、市の土地活用方針が本当に実行

できるのかどうかということが問われている問題なのですね。用途地域変更して、市の土地活

用方針というものが従前に出されて、そういうものが本当に実行できる担保があって東京都も

競落をしたという経過がございます。売買契約書にもそういうふうにうたわれているのですよ。

それが本当に実行できるものだったのかどうか、そのことが問われているのです、市民的に。

そのことについて、これからお尋ねをしたいと思っているのです。 

◎会長【村尾公一君】  ある意味、実現できるかどうかについては、今、諮問されているのは

土地利用のお話で、その土地利用を使って、どういうふうにプロジェクトが実現できるかとい

うのは、都市計画の内容ではないのですね。プロジェクト型都市計画みたいな形で、完全にで

きなければ都市計画は変更しませんということではなくて、さっきの方針みたいなものもあり

ますし、今回の土地利用の転換についても、我々委員は、そのプロジェクトの内容の実現性に

ついて諮問を受けているわけではなくて、我々が通したから、例えば、イオンとか、いろいろ

出ていますけれども、その事業者が確実に実現できるということにお墨付きをつける、そうい

う審議会ではないわけですよ。そこで、追及されることについては、疑問に思うことを質問す

ることについては、私はどんな場でやるべきかということを言っているのであって、都市計画

審議会の中でそれを議論して、みんなが聞いていて、それを認めたから、プロジェクトとして

も万全なのだということを我々が責任をもって認めるということではないと思うのですね。そ

このプロジェクトの部分と都市計画の部分はきちっと分けていただきたいなと。 

◎第９番【鈴木勇次君】  先ほども言いましたまちづくり合同会社がこの計画のキーポイント

を示して、八王子市の土地活用方針が本当に実現できるのかどうか、そういう連絡をこの間、

とり合ってきた経過がございます。土地活用方針の中で先ほども説明がありましたけれども、

この地域をどういう用途地域にするのかということが基本的に定められる方向なわけです。し

たがって、そのキーポイントを示している、このまちづくり合同会社、本当に中心市街地の活

性化に寄与できるような形での土地活用をしていくにふさわしい会社であるのかどうかという

ことがですね、今、問われているのです。 

◎会長【村尾公一君】  私が先ほど来お話ししているのは、単に私の個人的な意見で言ってい

るのではなくて、審議会運営基準では、発言は全て簡明を旨とし、議題外にわたり、またはそ

の範囲を超えてはならないと定められております。私の判断が、これは都計審の中で議論すべ

き内容ではないのではないかとお話ししているわけです。 

◎第９番【鈴木勇次君】  もう一度、会長に対してご発言をお願いしたいと思うのですけれど

も、私、今、述べました、この用途地域の変更が諮問案として出されています。用途地域の変
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更の基礎となるものは、八王子市の土地活用方針なのです。その土地活用方針を本当に実行で

きるかどうかというのは、東京都においても大変な関心事でありました。したがって、競売を

するときに、それぞれの入札参加者については、八王子市の土地活用方針について理解をして

くださいと、八王子市との間でそれを実行する方向を確認してくださいねということが出され

ています。そういう旨に基づいて、入札参加者は八王子市と連絡をとり、確認書も東京都に出

して競売に参加をして競落をしているのです。したがって、競落をした会社が本当にその土地

活用方針に基づく方向でこの土地を活用できる会社であるのか、そういう資格を持ったところ

であったのかどうかということが問われる問題なのです。したがって、私は、今、市との間で

質疑をしたい、そういうことで発言をしているわけですけれども、それについて会長は、諮問

事項とは関係ないのだ、発言はやめなさいということで、私の発言を認めてくださらない意向

のようでありますけれども、会長としてそういうことでいいのかどうか、会長としての見解を

いただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  都市計画審議会は、都市計画の内容について、市長から諮問を受けて

おります。その手前に土地活用の方針があるとすれば、それは市の理事者と、それから、議会

と、両輪で議論をしていただきたい。それがきちっと整理をされたものについて、我々は、都

市計画の案としてふさわしいかどうかを諮問していきたいと考えております。したがって、鈴

木委員の思いも、私、わからないわけではございませんが、その議論については、しっかりと

市議会ないしは市議会の常任委員会で質疑応答すべきだと私は考えております。 

◎第９番【鈴木勇次君】  きょう、ここで、恐らく、この用途地域の変更についての市計審の

決定が出てしまうのだろうと思うのですよ。ここをおいてしか、こういう問題について議論す

る場はないのですね。私はその権限で審議会の委員として選任をされております。そういう権

利、権限に基づいて、今、私は質疑をしているわけですけれども、それを会長は必要ない問題

だと、八王子市の土地活用方針が実行できるかどうかは別の問題だという見解で私の発言を認

めないということであるならば、私は会長の職務はきちっとなされていないというふうに、残

念ながら言わざるを得ません。再度、そういう点で会長の見解を求めます。 

◎会長【村尾公一君】  私自身は、八王子の土地活用方針について、きちっと議論をされた上

で我々に市長は諮問をしていると考えております。その前提条件が満たされていないというこ

とであれば、我々に市長が諮問をすること自体おかしいということを鈴木委員はおっしゃって

いるのではないかと私は考えますが、市長が諮問をしている、それまでの手続なり、それから、

言ってみれば段階を踏んだという中では、市と市議会の中で整理をされた上で、我々に対して

諮問をしてきているのではないでしょうか。 

 副市長、どうぞ。 

◎会長【村尾公一君】  村松副市長 

◎副市長【村松満君】  話に割って入って恐縮でございます。今、理事者の話が出ましたので。
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なぜこの案件を都市計画審議会に諮問したかというところまで話が遡ったわけでありますけれ

ども、これは今まで議論がされておりますように、かなり以前から、東京都の用地を売却する

に当たって、市としての土地活用方針をしっかりと定め、それをしっかり定めるに当たっては、

中心市街地等活性化検討委員会というところで、これは市民、学識経験者も含めて議論をさせ

ていただいてまいりました。そこで市としての方針を定め、東京都にそれを提出をし、東京都

は、その八王子市の方針をのんでくれました。したがって、その方針を全て実現をする、当然、

市としてはそういう方向で方針を出したわけでありますけれども、その方針に沿った形で最終

的に売却を受けた事業者が土地活用を行っていく。この確認があればこそ、東京都も販売をし、

結果的にイオンという形になったわけであります。 

 しかし、遡ること平成１５年に定めた都市計画マスタープランというのがございますけれど

も、これにつきましては、インター北の、この当該地でありますけれども、これは商業地とし

て、しっかりと市としてもつくり上げていこう、拠点としてつくり上げていこう、これは平成

１５年のマスタープランの中にも既に掲載をされているものであります。その前提となりまし

たのは、現在も北西部地域、例えば、石川ですとか、加住の地域については、交通不便地域と

ともに買い物不便地域ということで、極めて地域の皆様方の要望の強いショッピングセンター、

そういったものを都市計画の中で位置づけていく必要があるのではないかということで、マス

タープランの中にも入り、そして何年もたって、現在、改定作業を進めているマスタープラン

についても、そのことは踏襲をされて、これについては、何回も、議会でも、あるいは常任委

員会でも、さまざまな機会で、市民の皆様方を含めて議論をさせていただいてまいりました。

その結果、市として、都市計画マスタープラン、あるいは商工の関係についても、さまざまな

考慮をした結果、こういう土地利用が望ましいということで、今回、都市計画として決定させ

ていただく、こういうことで、八王子が今後ますます発展をしていく、とにかく衰退の一途を

たどるという印象のある八王子を、少しでも活性化を持たせていく必要がある。雇用効果、税

収効果、さまざまなものを考慮し、今回、都市計画の案を提出をさせていただいたということ

でございます。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご質問。鈴木委員。 

◎第９番【鈴木勇次君】  私に発言を認めてくださらないということであれば、会長の職務を

解いて、きょうの進行について副職務代理者の方にかわっていただきたいということを動議で

提案をしたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  事務局のほうで説明させます。どうぞ。 

◎都市総務課長【瀬尾和子君】  会議の進行につきましては、都市計画法と都市計画審議会条

例、それに基づきました都市計画審議会運営基準に定められておるところでございます。審議

会の運営基準の中にそのような動議の定めについてはございません。そのほかにつきましては、

基準の定めのない事項については会長が定めることになっております。 
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◎会長【村尾公一君】  ということで、私が審議を進行してまいります。 

 ほかにご意見、ご発言ある方、いかがでしょうか。星野委員。 

◎第５番【星野直美君】  先ほど宮瀬委員からもありましたように、意見書がいきなり机の上

にあって、これをすぐに目を通すのは大変なことだったのですけれども、ぱっと見た感じ、す

ごく感情的になっているなというのが印象としてあります。最初にある賛成の意見というもの

が、地域住民としては早期の実現を目指すという、それを書いていて、後ろの反対意見のほう

を見ていくと、反対を考慮しないまま都市計画審議会に諮られるという文言もあります。こう

いったことはなぜ起こるのかというと、先ほど来ずっと言われておりましたとおり、きちんと

話し合いがなされていない、それの結果だと思っております。 

 そして、八王子ビジョン２０２２のプランの中で言われているのが、市民の協働でのまちづ

くりということを言われておりますけれども、こういう状態が続くと、協働のまちづくりとい

うことがなかなかなされないのではないかと、そういう気持ちでおりますけれども、こういっ

たコミュニケーションがうまくとれていない、それから、うまく話し合いがなされていないと

いうところに、先ほどご答弁もたくさん出ておりましたけれども、今後、中核市にもなるわけ

で、これからいろいろな申請があった場合に、住民の意見をきちんと聞いて、それを実行して

いくということがなされないといけないわけですけれども、感情的になっている部分もありま

すけれども、協働のまちづくりというものを目指す中で、こういった話し合いの機会というも

のを、もう一度、どんなふうにつくられていくのか、また、これがうまくいくように、どんな

考えを持って進めていくのか、その辺のご説明をしていただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  青木中心市街地対策課長。 

◎中心市街地対策課長【青木和宏君】  今後の話し合いの場につきましては、既にこれまでも

さまざまな場で、商業者の方々、商工会議所の方々とも話し合いの場を持ってまいりましたし、

何よりも、中心市街地対策に取り組んでおります中心市街地活性化基本計画は、平成２１年に

設置をいたしました基本計画の策定委員会、これにつきましては、学識経験者や市民代表の

方々のほか、商工会議所や大型店など、商業分野の方々にも参加をいただいて、１０回にわた

り検討いただき、現在の基本計画を策定し、中心市街地対策の基礎となっております。その後

もさまざまな場で意見交換もさせていただき、また、地域の個々の商店街の皆様とも地区別勉

強会など、具体的な各エリアでの議論も固める中で、中心市街地のまちづくりを議論をしてま

いりました。さらに、今後につきましても、今まで語られておりますさまざまな課題を含めて、

中心市街地の活性化をさらに進めるために、ぜひ関係機関、関係団体の皆様方と、中心市街地

の将来に向けた議論をする場を設置してまいりたい、議論をさせていただきたいと考えており

ます。 

◎第５番【星野直美君】  中心市街地の方々だけではなくて、地域住民の方々も早期の実現を

図っていきたいと、そういうご意見もある中で、これを両輪で回していかなければいけないと
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いうのが大きなお仕事になってくるかと思いますので、その辺もきちんと踏まえた上で進めて

いただきたいと思うのです。 

 それで、先ほど、都市計画に定める基本方針の中に、職と住が調和した自立性の高い都市の

形成を目指すという文言がありました。これはイオンの周りだけではなくて、中心市街地にも

言えることだと思うのですけれども、今後、基本方針に定めた、その文章の中で、どういった

方針でまちづくりをされていこうとしているのか。例えば、大きな店舗が来れば、先ほど副市

長もおっしゃられたように、雇用が生まれるとか、人の流れも出る、そういうことも出てきま

すし、あと、中心市街地のほうでは、歴史のあるまちもあるわけですから、そういったものを

きちっと守っていかなければいけないという中で、これから職と住が調和した自立性の高いま

ちづくり、どんなふうに目指していくのか、教えていただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  今、お話のありましたように、我々としては、さきにも

申しましたように、今回、八王子市の活性化、これは唯一命題だと思っております。これに向

けて全力を尽くしていくと、そういう中で、今後、いろいろな話し合いの場を設けながら、ご

意見を聞いて、確実に広域集客、さらには人が集い、憩えるような場としてのまちをつくり上

げていきたいと思っています。 

◎第５番【星野直美君】  ぜひ、不信感とか、そういったものを募らせないように、皆さんと

の意見交換をきちんとしていきながら、まちづくりを進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

◎会長【村尾公一君】  鳴海委員。 

◎第１５番【鳴海有理君】  私からも、このインター北地区の計画といっても、かなり大規模

な商業施設が入りますので、本当に八王子のまちづくり全体にかかわる大変重要な案件だと思

っております。 

 何点か、細かいことも含めまして確認をさせていただきたいと思うのですが、１つは交通量

のことに関してです。環境影響評価書にもありましたが、現時点での周辺の交通量の調査と、

また、将来の交通量予測もされております。全体で８地点での調査をされているのですけれど

も、それを見ていますと、ほとんどの地域で１日１万台以上の増加が見込まれるという状況に

なっています。もちろん渋滞の懸念もあるのですが、この周辺の交通量が１万台ふえて、では、

駅前はどうなるのかというところが気になります。３，５００台の駐車場も設置されるという

ことで、先ほどの答弁では、八王子駅、中心市街地のほうでは、鉄道周りをするところとして、

利用が違うという話でしたけれども、交通量予測、八王子駅前とか、もう少し広域に予測をし

ていくべきではないかと思うのです。また、八王子の地下駐車場も、今、利用も少なくなって

いて、赤字の経営が大変だという状況で、駐車場利用がどうなるのかというところが気になる

のですけれども、その辺での対策とか、予測調査というのはされないのでしょうか。 
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◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  環境影響評価の中では、現在、交通量においては、休日

において日１万８，０００台、平日において日１万５，０００台という数字で交通量の見込み

を行っております。それに対しまして、先ほど私のほうで申しましたように、交通協議を行っ

ているという状況でございます。さらには、警視庁の指導に基づいて、半径１０キロメートル

圏内の７つのエリアに分けた、それぞれのエリアからの路線を使った来店の世帯数を含めた交

通量についても算出を行っております。それに基づく交通対策といたしまして、増加する交通

量に対しての対策を警察と協議を行っているという状況でございます。 

◎第１５番【鳴海有理君】  特に中心市街地、駅前のほうでの対策等はどうなっているのか。

逆に駅前からインター北のほうに流れてしまって、交通量や歩行量が減るのではないかという

ことが懸念されるわけですけれども、どのように予測されていますでしょうか。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  駅前につきましては、やっておりません。しかし、駅前

からの流入に関する交通量の算出については行っております。 

◎第１５番【鳴海有理君】  それはどういう変化を予測されているのか。また、駅前地下駐車

場の利用の予測とか、対策というのは何かされていますでしょうか。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  地下駐の対策ということの中では、そこまでの検討は現

時点ではまだしてございません。今後は、先ほど申しましたように、自主的な交通対策、そう

いう中で、またいろいろな案が出てくるかと考えております。 

◎第１５番【鳴海有理君】  恐らくイオンのほうでは無料の駐車場になると思うのですけれど

も、となりますと、駅前まで来て車を置く人も減るかもしれないですし、鉄道といっても、こ

こまでバスがつながる、無料バスも運行される可能性もありますので、そうした場合、鉄道を

利用される顧客と交通軸を利用される、それは先ほどの委員からも話がありましたけれども、

分けられる話ではないと思うのですね。そういった点で、駅前の交通量予測、歩行量予測をき

ちっとやってほしいということを要望いたします。 

 それから、確認なのですけれども、今回の地域で３つに拠点、機能が分かれていますね。複

合拠点施設ゾーンというのはイオンモールのことだと思います。業務施設というところで、産

業拠点と位置づけられているのですが、ここにはどういった施設をつくられるのか、どういう

利用を目指しているのか、もう少し具体的に教えてください。 

◎会長【村尾公一君】  守屋都市計画課長。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  今、お話のありました、こちらのほうにつきましては、諮問

第１４号資料１ページ、先ほど部長から説明がありましたが、研究・業務施設地区ということ

で、土地利用の方針に書かれてありまして、読みますと、「広域交通の要衝という立地を活か

し、試作型の研究所や先端技術産業、高度なものづくり作業などの研究開発・業務系施設等の

立地、誘導を図る。」としております。 
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 また、もう一つの業務施設地区については、「広域幹線道路に近接する交通利便性を活かし、

周辺の業務施設や流通・研究業務施設と連携し、産業機能の強化に資する産業・業務施設、サ

ービス施設等の立地、誘導を図る。」としておりまして、こちらは先ほどお話ししています都

市計画マスタープランで産業の拠点という位置づけがございますので、そういったものを誘導

するようなエリアと位置づけております。 

◎第１５番【鳴海有理君】  エリアの位置づけはわかるのですが、この計画として、誰がどこ

まで、どういう施設を持ってくるのかという状況、もう少し具体的に話は進んでいるのでしょ

うか。 

◎会長【村尾公一君】  大西企業支援課長。 

◎企業支援課長【大西健二君】  この研究・業務施設地区についてでございますけれども、こ

ちらの土地は三井住友信託銀行株式会社の換地になっております。この信託を行っているとこ

ろは、信託受益者がイオンモール株式会社でありますので、イオンモールと調整を行っている

ところですが、現在、いろいろ検討している中で、基本的な考え方としては、周辺の住宅や商

業施設等と調和するような先端技術や、あるいは都市市場対応型産業を中心に、ビジネスの成

長、拡大を目指す企業向けの施設の導入を考えているということでございます。 

◎第１５番【鳴海有理君】  複合拠点施設にイオンモールができると具体的に出てきています

けれども、そこまで具体的に決まっているわけではないという感じなのですかね。 

 それから、もう一点、この計画地の中に生産緑地がもともとあったかと思うのですけれども、

その生産緑地、どれぐらいあって、どのように保全されているのか。移転して、また緑地とし

て保全されているのかと思うのですが、どれぐらいあって、何パーセントぐらい保全されてい

るのか、お聞かせください。 

◎会長【村尾公一君】  小岩井区画整理課長。 

◎区画整理課長【小岩井幸雄君】  ただいまの質問でございますけれども、生産緑地は従前地

で約１万１，７００平米ほどございます。それを通常の減歩と同じ考え方をもちまして減歩を

させていただいて、そして生産緑地は残すということになります。区画整理後の面積でござい

ますけれども、確定測量等しませんとはっきりした数字はございませんけれども、極端に減る

というものではございません。 

 以上です。 

◎第１５番【鳴海有理君】  では、生産者との調整も済んでいるのでしょうか。場所が変わる

となると、土地、土が変わるということで、生産に影響などはないのか、大丈夫なのでしょう

か。 

◎区画整理課長【小岩井幸雄君】  これは仮換地の指定をさせていただいてございますので、

そのときに経営者の方にはお話ししてございます。また、経営者の方も、新しく換地されるこ

とは承知していただいてございます。 
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 以上です。 

◎第１５番【鳴海有理君】  あと、やはり一番懸念されるのは、中心市街地への影響、先ほど

他の委員からもいろいろ質問もありましたので、同じようなことにもなるのですけれども、イ

オンモールの商圏は８キロメートルから１０キロメートルとも言われておりまして、中心市街

地が本当にすっぽり入る、影響がないわけがないものだと思うのです。補完する機能、分担す

る拠点として、中心市街地の機能を分担するという意味が、先ほどの交通軸と鉄道軸を利用す

るというところだけでは、はっきり言って納得がいかないというか、わからないのですね。こ

れまでのイオンの誘致されてきた都市の事例を見ても、例えば、一番近隣の日の出のイオンだ

としても、五日市商店街の売上がぐんと落ちているという状況があります。それでうまくいっ

た例があるのか。これまで、イオンができて、商店街と共栄共存していけるというよりも、本

当に駅前が衰退してしまう、さびれてしまったという例のほうが多いように思うのですが、共

栄共存していける事例というのはあるのでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  全国さまざまな事例があり調べてございます。しかしな

がら、私どもはことしの４月には中核市になります。市も多摩のリーディングシティーを目指

していくという気構えのもとに、今、事業を進めております。そういう中では、我々が今回、

成功事例としてできるように、そういう思いでこの事業を進め、整備をかけて、いろいろな施

策を練った中で、これからいろいろな方との調整を図りながら事業を進めていきたいと、考え

ております。 

◎第１５番【鳴海有理君】  成功事例にしていきたいということですが、成功事例はないのだ

と思うのですね。今後、少子高齢化で人口減少問題も言われているときに、高齢者の方が多く

なってくると、年を重ねるごとにどんどん生活圏域も小さくなっていきますね。こういう大き

な施設というのは車がないといけないような場所です。そうすると、中心市街地だけではなく

て、その周辺、まち全体の小さなスーパーですとか、商店に、歩いていける小さな生活圏域の

中の商店に大きな影響があるのではないかと思うのです。そういった場合に、八王子の市民に

とって、生活の利便性というのはうんと下がっていくと思うのですね。車がないと生活できな

い、そういった集約をしてしまうことで、外から一時期はたくさんの人が来るかもしれないけ

れども、将来的に八王子の市民にとって生活が便利になるかどうかということが非常に疑問な

のですけれども、中心市街地だけではなく、各地域の個人商店や小さなスーパーとの共存共栄

というのは図られると思っているのでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  先ほど来、中心市街地の課題とか、既存商店街をどう守るかというご

発言が重ねてあると私は認識していまして、ほかの委員の方々にも、中心市街地の活性化だと

か、既存の商店について、十二分に配慮しながら、市は実施の中で施策を展開したいと答えて

おりますので、重複する内容でございましたら、少し視点を変えて、こういうふうなことです
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ということでなければ、恐らく市側も同様の答えしかしないのではないかと思います。したが

って、鳴海委員から、別部門のことで、この都市計画について、こういう懸念があるというこ

とであれば、ぜひご発言いただきたいのですが。 

◎第１５番【鳴海有理君】  今までの議論と似ているというか、なかなか納得いく答えがもら

えないので、再度質問をさせていただいているとか、質問の仕方を変えようと思っているので

すけれども、中心市街地の話だけではなくて、各地域の団地の中の商店街であったりとかいう

ところとの共存ということで、今までにそれは出ていなかったと思うのですけれども、いいで

すかね。 

◎会長【村尾公一君】  中心市街地以外の商店街の活性化について。原田産業政策課長。 

◎産業政策課長【原田親一君】  市では、全市域における商店街について、単に物を売る場だ

けではなくて、地域づくりの大事な担い手であるという評価をしております。そういう面では、

これまでもさまざまな東京都の補助を活用したソフト的な事業であるとか、または次世代を担

う後継者の育成であるとか、その辺を、地味ではございますが、今、取り組んでおります。あ

わせて、これまで以上に商業者と意見交換を重ねながら、各商店街の、その地域に合った魅力

づくり、この辺をしっかり築いて、大型店が来ても、地元の商業者が限りなく影響がないよう

に、その辺をにらんで全面的に支援をしていきたいと思っております。 

◎第１５番【鳴海有理君】  ぜひお願いしたいと思います。中心市街地だけではなく、歩いて

いける範囲の小さなスーパーが撤退しているという状況がありますので、そういった中で、普

段の生活圏に支障が出てきている、既にそういう状況がありますので、ぜひそちらでの施策を

強化していただきたいということを要望いたします。 

 また、イオンといいましても、食品や衣類とかだけではなくて、最近では保育施設があった

りですとか、葬儀サービスがあったりですとか、結婚相談所があったりですとか、あと、また

映画館もありますね。日の出のほうでは、成人式をイオンでやっているとも聞いております。

こうやって全ての機能がそこに集約してしまったら、本当に全てをそこで完結してしまう。集

約し過ぎて、一歩もその周辺に行かなくても、全てを完結してしまうという施設になる可能性

もあるようなものなのですが、そういった点で、イオンに持たせる機能というか、どういうふ

うに中心市街地とのすみ分けとか、補完していく、機能分担していくと言っているのですから、

その中身についても、規制というか、調整を図っていくということはされるのでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  事業者から、今、さまざまな検討を行っているというこ

とは聞いております。私どもといたしましては、当然のことながら方針の考えを尊重していた

だけるように、今後も指導を行ってまいりたいと思います。 

◎第１５番【鳴海有理君】  最後にもう一点ですが、福島県で商業まちづくり条例がつくられ

まして、こうした郊外での大規模店舗の出店の規制をかける、そういった条例で、大規模店舗
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の面積の上限を決めたりですとか、規制をかけていく条例がつくられていると聞いております。

これができた理由というのは、そうした大規模店舗の出店によって中心市街地が衰退していく

という現状があって、こういった条例ができているのですけれども、八王子市としても、今後、

中心市街地を守っていく、個人商店を守っていくという意味合いで、大規模店舗の上限を決め

る措置というような条例設定なども必要かと思うのですが、その点、どのようにお考えでしょ

うか。 

◎会長【村尾公一君】  守屋都市計画課長。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  今のところ、八王子市のほうで商業床を縛るというような条

例を考えてはおりません。ただ、今、土地利用の中で、大規模に土地が移動して、空き地、跡

地等が発生する場合がございますので、そういった場合には、ある一定、市のほうで協議がで

きるような考え方ができればという考え方はございます。ただ、商業床を縛るとか、そういっ

たような条例を今、検討していることはございません。 

 以上です。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにいかがでしょうか。浜中委員。 

◎第７番【浜中賢司君】  人口問題とか、さまざまある中で、今、世の中でも、非常に地方が

厳しいということがありますが、八王子は幸い首都圏にございまして、ある意味、まちとして

は恵まれているのだという感覚があると思います。地方から見れば、八王子は本当に恵まれて

いるほうなのだと思いますが、しかし、油断をすれば、少子高齢化は必ずあるわけですから、

非常に厳しい状態になるという中で、この都市計画の北地区の整備に関しては、６つの拠点を

しっかり整備していただくことは、私どもはある意味、進めていただきたいなという思いでご

ざいます。 

 それを前提に２つ３つ質問させていただきますけれども、まず、先ほども説明ありましたの

で、かぶる質問は省きますが、３つの地域に分けているわけですね。全体１６．６ヘクタール

を３つの地域に分けた理由があればお聞かせいただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  守屋都市計画課長。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  まずは、都市計画マスタープランの上位計画の中で、産業拠

点、地域振興拠点という２つの拠点を持ち合わせているのがインター北でございます。そのイ

ンター北のまちづくりを具体にあらわしたのが、まちづくり方針でございます。そのまちづく

り方針の中で、ある一定、商業エリアと工業エリアというような色分けをさせていただきまし

た。 

 その中で、まず１つ、特筆すべき事項が、産業拠点の中で、実は１６号の対岸には宇津木土

地区画整理事業というのがございまして、産業の拠点の面積としては、ある一定の面積は確保

できている状況でございます。商業エリアというところで、ある一定の面積をインター北地区

に確保しなければいけないというところで、現在のような配置と色分けになりました。それを
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具体にしたものが土地区画整理事業の市街化予想図という土地利用計画図というものがござい

ますので、それに基づいて最終的に私どもで用途地域を決めていくような流れになっておりま

す。 

 以上です。 

◎第７番【浜中賢司君】  わかりました。周囲との連携があるのだということだと思いますが、

その中で、業務施設地区というのは隣接しているからよくわかるのですが、研究・業務施設地

区というのが０．７ヘクタールでございますね。これは先ほども質問の中でお答えしたように、

事業予定者が一部、ある意味、権利といいますか、持っているというお話で、そこの意向もあ

るということで、研究・業務施設の０．７ヘクタールについて、これが狭いのか、大きいのか、

私どもわかりませんけれども、これを今の計画の中で、先端産業みたいなものを、あるいは商

業施設の中の地域貢献みたいなことにどうつなげていくかということに、私はできるのではな

いかと思っていますが、０．７ヘクタールの、小粒ながらもということがあると思いますが、

これをもう一度、どんなふうに、今の時点でお考えか、お願いします。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  こちらにつきましては、先ほど都市計画マスタープランのお

話をさせていただいて、産業拠点という位置づけをさせていただいておりますというお話をし

ました。その中で、この０．７ヘクタールについては、産業拠点の顔となるような位置づけを、

私ども都市計画としては考えております。その後背地には業務系施設がございますので、そち

らと合わせて一体的に産業拠点を築き上げていくと。面積を調べてありまして、宇津木の土地

区画整理事業とインター北の産業拠点を合わせますと、全部で約２４．９ヘクタールの大規模

になりますので、そういったものの一番先端、顔になるものがそこに立地していただけるよう

な都市計画的な要素をこちらのほうに盛り込んでいると考えております。 

◎第７番【浜中賢司君】  まさにそのとおりで、小さいところでありますけれども、商業施設

がメーンで来る予定があるわけですから、それにうまく合致して、地域の人たちも含めて、な

るほど、八王子でこういう施設をつくって、新しいコンセプトで考えているのだなというもの

をつくってもらいたいなという思いでございます。 

 あと２つ３つ、公園と、緑地２号というのが７ページにはあるわけですけれども、これは一

部は複合拠点地区のほうに入っているわけですけれども、公園、緑の関連をちょっと質問させ

ていただきますけれども、もともと１０年前の最初の都市計画で北部地区に、当然、住区基幹

公園というものを整備するのだということで、公園１号というのがそれに当たるのでしょうけ

れども、住区の基幹公園として、その機能を地域にもある程度開かれた形を、地域の要望もあ

るように聞いていますので、この公園の位置づけはどんな公園を計画というか、お考えなのか、

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  小岩井区画整理課長。 

◎区画整理課長【小岩井幸雄君】  土地区画整理事業の中で、まちづくり方針に基づきまして、
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緑の保全と再生を考慮し、地区南側の既存樹林地を活用して園路等整備することになってござ

います。公園につきましては、特に遊具等を設置するということではなくて、今の自然を生か

した形にしたいと考えてございます。 

◎第７番【浜中賢司君】  近隣の人も当然使えるように、今、地域の要望といいますか、話を

聞いているのは、盆踊りや何かもできるような場所にしてほしいということも言われています

から、その地区の計画がありますから、いろいろ条件もあるでしょうけれども、ぜひその辺は、

公園というものをこの地区にしっかりと根づかせていただきたいと思います。 

 次は、先ほども生産緑地の話は質問がありましたから、その中のちょっと漏れていた質問で

すけれども、多分、減歩をされますと、ある一定量のところに、業務・施設地区に都市農業の

緑地ということで、景観とか、あるいは環境面で、生産緑地の場合、１万平米以上あるのです

けれども、減歩されますともう少し減るのかなということがあると思いますが、そんな位置づ

けで生産緑地を解除して、次にそれをどう利用するかということは、多分、条件がありますか

ら、なかなか解除にはならないわけで、現状では緑地のほうは農業をしっかりつなぐというこ

とだと思いますが、これも、ある意味、商業施設が来るところには食料品もありますから、そ

ういうところとの連携みたいなものを、この中にある生産緑地ですから、うまく連携ができる

のなら、ここに生産緑地持ってよかったなという思いになると思いますが、そんなお考えはい

かがでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  守屋都市計画課長。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  委員ご提案のとおり、確かに近くに道の駅とかもございます

けれども、新たにそういう商業施設が来るという中で、地産のものがどういう活用をされてい

くのかは今後の検討になろうかと思います。この地域に緑という位置づけの中で生産緑地が残

ることは、都市環境から見ても好ましいことだと、都市計画上は考えております。 

 以上です。 

◎第７番【浜中賢司君】  ありがとうございました。 

 次は交通の関係ですけれども、これも質問出ていますから、出ていなかった話をさせていた

だきますが、７ページの地図で八３・３・７４号線というのがあるわけですけれども、これは

通称北西部幹線だと思うのですが、ここの道路は今はもちろん計画はされていませんが、今ま

での議論の中で、交通渋滞や、さまざまな対策をしなければなりませんが、これを１６号にし

っかり抜くということは結構重要な観点かなと思うのですね。北西部幹線の重要性は、ほかの

まちづくりにも関連しますので、ここに書いてあるように、八３・３・７４号線を、今の時点

では多分、お答えは難しいのでしょうけれども、この道路の重要性みたいなものはどんなふう

にお考えでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  確かに、今、委員おっしゃるように、北西部幹線は非常
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に重要な幹線でございます。現状でございますが、こちらは工区名でいきますと９工区と申し

ます。北西部幹線９工区の事業化につきましては、調査に今、着手をしております。現在、第

３次の事業化計画に入っておりますので、その際、平成２７年度までには事業化に向けるとい

う形にもなっておりますので、少なくとも今後も必要な作業を早急に進めていくという状況で

ございます。 

◎第７番【浜中賢司君】  今回の諮問には直接は関係ないのかもしれませんけれども、この計

画自身のさまざまご心配があるわけですよ、交通渋滞やその他。それでいきますと、大きいプ

ロジェクトがあるときには、周辺の整備についても、そのときにある程度思い切ってやるとい

うのは大事なことですので、そうすれば今度の事業が活きるわけで、中途半端にやりますと、

必ず挫折といいますか、うまくいかないことが多いですから、ここはどう見ても１６号につな

ぐことが一番効果があるのかなと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 それから、２つ、もちろん、それと関連して、１６号の拡幅というのもあると思うのですね。

これが１つ。 

 それから、もう一つ、新滝山街道の現状を見ますと、大型車両が駐停車をしているのですね。

今は比較的車は少ないわけですけれども、将来、こういう計画ができて、商業施設が当然来る

ようなことになれば、規模からすれば、あそこの駐停車というのを、警察やその他とどんな協

議を、今、直接、具体的な協議とは違うと思いますが、この計画に関して、交通対策の中で１

つ、それだけお聞きしておきたい。１６号の拡幅と、今の駐停車みたいなことを警察とやって

いるかどうか。 

◎会長【村尾公一君】  坂倉交通企画課長。 

◎交通企画課長【坂倉進君】  国道１６号につきましては、今、計画どおりに整備が終わって

おります。そういった中で、先ほど太田課長からもご説明申し上げましたとおり、現道の中で、

いかに交通渋滞について対策を図っていくかということをやっているところでございます。 

 以上です。 

◎第７番【浜中賢司君】  ぜひ油断しないでね。１６号も遠いようですけれども、あそこの渋

滞、一部、今はつながっていないところがネックになる可能性もありますから、この事業をう

まく成功させるには、そうした周辺のことも油断なく、いろいろなところに気配りをお願いし

たいと思います。 

 最後に、拠点施設地区ということで、予定事業者、イオンが予定されているようですけれど

も、この施設ができた後の、ある意味、地域貢献みたいのを今の企業は、ただ自分たちがもう

ければいいということだけでは、多分、自分の首を絞めることになるのはご承知でしょうから、

必ず地域貢献をして、地域と一緒に連動する。先ほど来お話がある地元の商店会も含めて、一

緒にならなければ自分の首が絞まるということはよく知っているわけで、その中で地域貢献と

いうことが企業の当然の課題でありますし、やらなければならないこと、１つは雇用でありま
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すとか、あるいは地元とのつながりや、あるいはコミュニティーをどうするのかということを、

今回、この諮問が仮に通りますと、次に第２ラウンドに入れば、先ほど言われている、実際の

具体的なお話になって、先ほどの商工会議所も含めて、それから、商店会の方も含めて、実際

の話になると思いますので、そのときのキーポイントは、やはり地域貢献だと思うのですね。

企業も当然そういうことはお考えになっていると思いますが、今の時点で、前の、折衝はない

のでしょうけれども、お話し合いをしている中で、そんなようなニュアンスは感じられるのか

どうかを、ちょっと難しい質問で恐縮ですけれども、お願いしたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  太田基盤整備推進課長。 

◎基盤整備推進課長【太田國芳君】  今のお話でございますが、当然、イオンに関しましては、

地域貢献は必要最低条件だと捉えております。その中で、これはあくまでも協議です。いろい

ろなお話をしている中では、そういう機能もしっかり入れていくという話は入れていただいて

おります。例えば、幾つかの例を挙げさせていただきますと、先ほどちょっと私のほうでお話

をさせていただいた警察官の立ち寄り所であるとか、あとは託児所みたいなものも入れていき

たいと。それから、これから高齢化が進むので、暮らしのマネープラザであるとか、そういう

ところにも寄与していきたいと。さらに、いろいろな方が使っていただけるようなホール等に

ついても少し検討していきたいというお話は今、いただいているところです。ただ、決定では

ございません。 

 そのほかにも、私ども、近隣市とも、イオンを誘致したようなところとも、行政間の連携を

とっております。そういう中では、やはり今、お話がありましたように、地域連携の中ではさ

まざまな施策ないし対応を事業者と協議をし、協定という形の中で結んでおるようです。当然

のことながら、私ども八王子市におきましても、今後、地域との連携を深めていく中では、そ

ういうさまざまな協定を結んで、しっかりとした連携をつくりながら地域に貢献をしていただ

くというふうに進めていきたいと考えております。 

◎第７番【浜中賢司君】  ありがとうございました。 

 質問はこれで終わりですけれども、確かに地域貢献をして、成功させるため、そして八王子

市が商店会や、いろいろな方の思いももちろんあるわけですけれども、今回、これで仮に第２

ラウンドに行った状態では、ぜひ市民の意見を聞いて、イオンと共存共栄ですよ。我々だけの

要望を出しても、これは難しいし、仮にイオンだけがいろいろな要望を出して、これじゃやら

ないよというくらいのときには、職員の皆さんには恐縮ですけれども、その力が試されると思

うのですね。ですから、市民の皆さんの意見も十分聞いて、第２ラウンドに行ったら、それこ

そ、やってよかったなと、どなたも思っていただけるような地区計画にしてもらえればと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

◎会長【村尾公一君】  ほかに。宮瀬委員。 
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◎第６番【宮瀬睦夫君】  それぞれの委員の方の意見、それから、その回答、あるいは質問に

答えた形での行政の話を聞いていますと、先ほど来、黙って聞いていましたら、手続上、逆転

してしまったのではないかという危惧があります。きょうのような話を第１回目でやって、次

に用途変更と持ってきていただければスムーズにいったのかなと。初めにボタンのかけ違いと

いう話をしましたけれども、先ほど他の委員から、土地の買収についてのいきさつ等々話しま

したけれども、それを話すとまたおかしな方向へ行くので、ボタンのかけ違いという言葉だけ

でとめたのですけれども、その後、話を聞いてみますと、１つには、これだけの意見書が出て

いるにもかかわらず、突然の机上配付で、委員の皆さんも余り理解ができていないところが

多々あるのだろうというところが１点。 

 それから、中心市街地と当該地域の問題についても、補完、あるいは分担をする、その回答

が行政のほうとしてはまだまだ不十分ということを考えますと、手続上、逆転をしていただき

たかったなという、つまり、あの場所についての意見をまず別の審議会でもらって、そのとき

にこういう意見書等々については十二分な審議をされて、その部分でして、その後でというこ

とになったら、用途変更どうでしょうということの手続であると、スムーズにいったのかなと。 

 といいますのは、話を聞いていますと、イオンがなかなかそういう話し合いに乗ってこない。

用途が認められると、はっきり言えば、何も相談しなくても、もう建物は建つことができる。

つまり、イオンに、おまえら、だめだよと反対をしても、都市計画の用途上は何ら支障なく建

つことができるわけですね。ですから、私はかねがね言っていましたのは、用途変更が最後の

とりでだねという話をしたことがあります。これを決めてしまうと、そのまま、悪くは解釈し

たくありませんけれども、地元の意見も聞かず、自分たちの勝手なことでこのイオンの物件が

進んでしまうという可能性があることをここで申し上げておきたいと思います。ですから、先

ほど来申し上げましたように、地元の意見をもっともっと十二分に吸収をして、この意見書に

いろいろな意見があるわけですから、それをもっと市民のほうにフィードバックをして、また

意見をもらうような形の繰り返しを続けないと、幾ら施設ができたとしても、うまくいかない

のではないかと私は思っておりますので、これは最後の意見として申し上げたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございますでしょうか。 

◎第８番【伊藤祥広君】  委員長、まだ質問してよろしいでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  結構です。 

◎第８番【伊藤祥広君】  それぞれご質問ありましたが、何点かだけ確認をさせてください。

きょう机上配付された意見書、意見に対する市の回答といったらいいのですかね、それぞれご

意見あって、市側からもわかるような形で明らかにするということだったのですが、確認なの

ですが、パブコメとかは、意見が出ると、市の回答をホームページとかで載せると思うのです

が、こういうたぐいのはそういったことをしないのか、あるいは全員の方に個別丁寧に説明す

るというのはなかなか難しいのかもしれないのですけれども、少なくともどういうところでき
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ちっと回答ないし市の見解が見られるのかぐらいは伝えるものなのか、その点を確認させてく

ださい。 

◎会長【村尾公一君】  かなり長時間になりましたので、トイレ休憩をしたらいかがかと思う

のですが、そうですね、１０分程度。その他、またご発言ありそうな方、いらっしゃいますか。

では、トイレ休憩１０分程度、１時４０分から再開したいと思います。よろしくお願いします。 

〔午後１時３２分休憩〕 

〔午後１時４０分再開〕 

◎会長【村尾公一君】  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 なお、議席番号第１番、浅川委員、第３番、角田委員、第１２番、加藤委員及び第１８番、

真野委員は所用により退席いたしました。 

 それでは、質疑を続行いたします。答弁のほうから。守屋都市計画課長。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  先ほどお話のありました、こちらの意見書の要旨の取り扱い

ですが、都計法上は１９条の第２項の中に意見の要旨を都市計画審議会に示さなければいけな

いとございます。それで今回、意見の要旨を皆さんにご提示した次第です。きょう、机上配付

したということですが、こちらは意見数を見ていただくとわかりますように、たくさんの意見

をいただいております。市の内部の話でございますが、いろいろな所管にまたがっていて、そ

の調整をさせていただいていて、１つ１つ丁寧にお答えをするというところで時間を要したと

いうところで、本日、机上配付という形をとらせていただいております。 

 あと、ご質問の中にございました、こちらをどのように公表、公開していくのかということ

につきましては、今、公開を前提として、どういう方法で皆さんに周知することが一番よろし

いかというところについては検討させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

◎第８番【伊藤祥広君】  公開のあり方はきょうの本題ではないのですけれども、今、市もい

ろいろな計画でパブコメやると、ほとんど意見来ないじゃないですか。せっかくこうやって来

ているので、今までの都計審のときの意見書のやり方とか、今後のことの整合性もあると思う

ので、しっかり整理をして対応してもらいたいなと思います。 

 それと、内容について、４つの諮問一括ということで、さまざまな委員からも質問がありま

した。まず、土地利用の方針について地区計画ということで、複合拠点施設地区、研究・業務

施設地区、業務施設地区と、そういう方針にのっとっていくよと。それ以外に、大もとでは、

八王子ビジョン２０２２とか、都市マスとか、中央道インター北まちづくり方針とか、そうい

う根拠があってやっているということなのですけれども、この地区計画の中で、複合拠点施設

地区ですか、今回、近隣商業地域に変えるところになると思うのですけれども、３行ぐらい書

いてありまして、北部地域の地域振興拠点として云々とありまして、商業・業務系機能と地域

支援機能が一体的に複合的に集積したとあるのですが、商業・業務系機能というのは何となく
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イメージが湧くのですけれども、地域支援機能というのは具体的にどういうイメージをして、

こういう用途地域とか地区計画を設定をされようとしているのか、お考えをお聞かせください。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  地域支援機能と申しますと、地域の利便性に供するものとい

うことになろうかと思いますので、先ほど拠点の課長からもありましたように、地域の寄合所

だとか、そういったものを含めまして考えていければなと思います。イメージとしては、広場

やコミュニティー施設、それから、地域防災機能など、地域生活を支援する機能を想定してお

ります。 

◎第８番【伊藤祥広君】  生活と入れるとわかりやすいのですね。理解しました。 

 それと、先ほどから中心市街地、商業中心に特に影響が大きいのではないかという指摘もあ

ります。ここには、補完する機能、分担する拠点としてと書いてあるのですけれども、これだ

けの大きな施設ですと、中心市街地だけではなくて、ほかにも影響があると思いますので、そ

れは今後、先ほどから部長、課長もしっかり対応していくということなので、その点について

はお願いしたいと思います。 

 それと、浜中委員からもお話があったのですが、私もちょっと不思議だったのですけれども、

研究・業務ゾーンと業務施設ゾーンをあえて分けているというのが、先ほどのお答えでは、０．

７ヘクタールの研究・業務ゾーンは産業拠点の顔となるようなものということなのですけれど

も、顔となるようなものにするために、地区計画をこういうふうに、用途地域としては準工に

なって、それは業務施設ゾーンも変わらないわけですね。地区計画のほうで中を見ると、いろ

いろ書いてありますけれども、産業拠点の顔となるようなものが研究・業務施設で、そこは建

築物の用途制限に、これ、日本語がおもしろいのだけれども、次に掲げる建築物以外の建築物

は建築してはならない、要はこれしか建ててはいけないよという日本語なのだと思うのですけ

れども、この工場、研究所、研修所、事務所、体育館、倉庫云々というのがその産業拠点の顔

となるようなものとして、わざわざ分けてつくってある理由というか、方針をしている理由を

もう一回教えてもらえますか。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  こちらの研究・業務施設地区、先ほどの用途地域の制限に関

することだと思うのですが、私ども、限定列挙といいまして、これしかできないというものを

こちらに書かせております。実は、業務系施設地区と分けた理由が、業務施設地区は既に住宅

が建っているエリアだとか、ある一定個人が土地利用をしている、住宅系と言ったほうがいい

のでしょうかね、そういったものがついておりますので、その中で、既得権に配慮しながら、

地区計画で建築物の規制をしていくというエリアにさせていただいております。 

 また、研究・業務施設地区については、裸といいますか、今、既得権そのものがございませ

んので、そういったものの中で厳しい用途制限を行って、そこに工場だとか、そういったもの

が確実に来るような建物の用途地域の制限となる地区計画となっております。 

 以上でございます。 
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◎第８番【伊藤祥広君】  了解しました。そうすると、業務施設というのは、いろいろあった

りするので、そこまで絞ってできなかったという、そういう背景があるということですね。わ

かりました。そうすると、私も全て精通をしているわけではないのですけれども、ここに書い

てある以外のもので、産業拠点の顔となるようなものが来たいとなった場合に、これ以外だめ

となっているではないですか。そんなことないのですか。なぜそんなことを聞くかというと、

前もちょっとどこかでお話ししたことがあるかもしれないのですけれども、今、水素ステーシ

ョンなどというのを国を挙げてやって、オリンピックも水素でのオリンピックだなどとやって

いるではないですか。南バイパスの沿道で、いいところというか、ガソリンスタンドか何かを

改良してというのがあって、産業振興部のほうは最先端の事業だということで、公開講座みた

いなものもやったのに、八王子市がかけている地区計画で結局だめになってしまったなどとい

う例があったのでね。もちろん、制限をかけることによって厳選をするのだけれども、これか

ら産業とか、そういうのは、どんなものができてくるかわからないではないですか。用途地域

とか地区計画を見ると、すごい昔につくったルールがいまだに載っているので、その辺のバラ

ンスが難しいかと思うのですが、今回、こういうやり方しかないのかもしれないのですけれど

も、商業だけではなくて、あれだけの交通結節点だと、そういったものも考えていっていただ

いたらいいのではないかなと思っていまして、その点の見解を最後にお聞かせください。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  確かにおっしゃるとおりで、時代の流れで、予想もしなかっ

たことは当然起こり得ることだとは思っておりますが、こちらの用途規制も含めて、地区計画

につきましては、素案説明とか、あと、区画整理組合を通じて、こういった内容については事

前に皆様に周知して、こういう方針でやりたいというところも含めて、所有者も含めて話をさ

せていただいております。地区計画ですので、さらなる規制になりますので、我々が目指す土

地利用についてご理解をいただいて、私どもの案を受け入れていただいたというふうに、ここ

については認識しておりますので、今の用途の規制で目指すべき土地利用ができると、今の段

階ではそういうふうに考えております。 

◎会長【村尾公一君】  ほかに。橋田委員。 

◎第１６番【橋田篤英君】  市民委員として、生活者といいますか、消費者の視点から意見を

述べさせていただきたいと思います。今回、この案件、多分、議論百出で、時間がかかるのか

なと思って、私もいろいろな資料を調べたり、実際に現地に車を運転して行って、写真を撮っ

たりしてきました。この八王子インター北地区については、八王子市全体の構造上の問題をか

なりはらんでいると思っておりまして、その中で、先ほど来お話が出ています平成２０年３月

の八王子市中心市街地等活性化検討委員会が出された提言書、これは市民の感覚として非常に

よくできているのかなと感じました。これは冒頭出ていますとおり、区域マス、都市マスでも

そうだと思いますけれども、中心拠点を含めて７つの拠点を強化していって、地域拠点相互の

連携と交通ネットワークの充実を図る。私、前回、モノレールの話で質問させていただきまし
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たけれども、これはやはり非常に大事なのかなと。 

 私、実は、ここで言う東部地域で、多摩ニュータウンの住民なのですね。東部地域、多摩ニ

ュータウンの住民というのは、ご存じのとおり、地形的には、ほかの地域拠点は断絶しており

ます。正直言って、先ほど来話が出ていますイオンモール、多分、出店されるのだと思うので

すけれども、イオンモールも、あるいは八王子駅周辺の中心拠点につきましても、買い物とか、

飲食とかで、そちらの方面にほとんど出かけないのですね。それは地理条件があると思うので

すけれども、むしろ京王線に乗って新宿や渋谷、あるいは個店の魅力を求めるのであれば吉祥

寺とか下北沢、こういったところに流出してしまう。ショッピングモールも、橋本とか、あち

らの周辺にございますし、むしろ市外に出ていってしまうというところがあります。 

 という観点からすると、イオンモールについては、大手なので、したたかにいろいろ手を打

ってこられて集客されると思うのですけれども、特に個店の、八王子駅周辺の商業者の方々に

ついては、ニュータウンの住民がわざわざ足を運んでいくような魅力ある商業施設を、お店を

つくっていただきたいというのが、八王子市の端っこのほうに住んでおります一市民としての

意見でございます。現状では、都市間競争、地域間競争に負けてしまうのではないかというと

ころで、イオンも、こういうところは出店をして、それはそれなりに、市としてもお金を市外

から集客して落としてもらうということも非常に大事なことだと思います。と同時に、八王子

市の顔である駅周辺の魅力の向上についても、行政の支援が大切ですので、ぜひしていただい

た上で、地域の地元の商店の方々の努力もお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにいかがですか。渡口委員。 

◎第１１番【渡口 禎君】  冒頭に質問させていただいたのですけれども、もう一回、最初の

ほうに質問させていただいて、その後もご意見をお伺いさせていただいて、もう一点だけ確認

をさせていただきたいのですが、最初に私が質問させていただきました中心市街地の、イオン

モール等の背景の中での、考慮していくということで、回答としては回遊性云々というお話が

ございました。中心市街地をしっかり考慮していくという観点、もうちょっと具体的に、とい

うのは、結果論からしてしまうとあれなのですけれども、イオンが来るとなった段階で、いろ

いろなことをさまざま現象面で捉えていく中で、例えば、２年後、３年後、具体的にどういう

状況になっているかということを踏まえた上で、もう一点だけ、そのことを確認させていただ

きたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  青木中心市街地対策課長。 

◎中心市街地対策課長【青木和宏君】  先ほど来、答弁をさせていただいている繰り返しにな

るかもしれませんけれども、それぞれの強みを生かして、中心市街地は中心市街地の施策を、

既に中心市街地活性化基本計画を策定し、それをアクションプランに掲載して進めております。

詳しくは申し上げませんが、中心市街地活性化のソフト施策、それから、新たに中心市街地の
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魅力づくり支援事業を行い、商店街の皆様とともに商店街の活性化に取り組んでいきたいとい

うこともございます。それから、中心市街地の総合的な再生、また、京王、ＪＲからの旭町・

明神町地区のまちづくりを推進し、東京都産業交流拠点を核とした産業交流の交流人口の促進

を中心市街地のまちの活性化に活かすようなまちづくりを進めていきたいと思っております。

これらの施策を進めながら、市内外からいらっしゃる多くの、インター北、それから、中心市

街地にいらっしゃる来街者方々に十分こたえ得るまちづくりを進めることによって、相乗効果

を生み出し、市全体の活性化につなげていきたいと考えてございます。 

◎第１１番【渡口 禎君】  本当に死活問題にかかってくる、商店主からすると、そういった

脅威があるかと思うのですね。そのことをしっかり踏まえていただいて、最初にお願いしまし

たけれども、今後の協議会、また情報の共有ということについては、くれぐれも確認をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

◎会長【村尾公一君】  鈴木委員。 

◎第９番【鈴木勇次君】  ２点ほど確認をさせてください。先ほど生産緑地があるということ

がありました。約１ヘクタールの生産緑地ということでございましたけれども、換地指定がま

だされていないとなりますけれども、区画整理組合としては、どの地域に換地をする予定なの

か、その点について伺いたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  小岩井区画整理課長。 

◎区画整理課長【小岩井幸雄君】  既に仮換地の指定はさせていただいてございます。これは、

経営者の方に提示いたしまして、了解をいただいているところでございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  どの部分なのでしょうか。全体的には、前の発言者の中では、研

究・業務施設地区、業務施設地区は八王子市の産業拠点としての顔となる地域なのだという位

置づけもございました。この地域になるのか、それとも複合拠点施設地区内、広いところであ

りますけれども、そこの地域内になるのか、むしろそちらのほうが地形上ふさわしいのかなと

思っているところでございますけれども、その点についてはどこになるのでしょうか。 

◎区画整理課長【小岩井幸雄君】  業務施設ゾーンの中に配置するということでございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  八王子の産業拠点としての顔となる、そういう地域に生産緑地を換

地するという、そういうことなのでしょうか。そもそもの目的と生産緑地との関係はちょっと

違うのではないかと思いますが、いかがでしょうか。複合拠点施設地区に換地できない理由が

あるのかどうかも含めてお答えいただければと思います。 

◎会長【村尾公一君】  守屋都市計画課長。 

◎都市計画課長【守屋清志君】  先ほど委員からお話がありました産業の顔になるという地区

なのですが、これは研究・業務施設地区でございます。業務施設地区は、先ほど委員からもご

説明があったように、ある一定の既得権がある土地をそちらに集めているという形になってお
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り、研究・業務施設地区が産業拠点の顔になると考えているエリアでございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  あと一点なのですが、先ほど別の課長から、この土地の信託受益者

はイオンでありますというお話もありました。私、どうもわからないのです。現在、土地の所

有権は三井住友信託銀行に信託財産として所有権が移転をされて登記をされております。合同

会社からの移転なのですけれども、これについては不動産特定共同事業法の適用に基づいて事

業が進められているようでありまして、もしそういうことになれば、信託受益者というのは合

同会社になるのではないかと思う節もあるのですけれども、イオンと合同会社と信託会社の関

係について、わかりやすく説明していただいて、この所有権が本来的にはどこに今後帰属して、

市の土地活用との関係で調整がされ得るのか、そういう権限をどこが持つのかということにつ

いて説明をしていただければありがたいと思います。 

◎企業支援課長【大西健二君】  先ほど申し上げましたのは研究・業務施設地区についてのご

説明の中でございまして、どのようなものが予定されているかというご質問に対してお答えし

たところで、実際、信託受益者について、イオンモールであるという以上のことは特に確認を

しておりません。イオンモールと話しているということの内容を説明する前段でご説明した範

囲で、それ以上の詳しい内容についてはちょっと把握をしておりません。 

◎第９番【鈴木勇次君】  登記事項として確認をされているということなのですけれども、私

が持っている滝山町１丁目の３５９番１の約１ヘクタールの土地で、まだ換地前のものであり

ますけれども、昨年の１２月２２日のものであります。そこでは、三井住友信託銀行株式会社

あてに信託財産としての登記がされたものだけなのです。私が持っているものが一部分であり

ますので、今、課長がおっしゃった中身と符号しなくて、イオンという名前はこの中には出て

こないのですけれども、市が確認をしている信託受益者がイオンモールであるという登記はど

ういうところで確認をされて、何番の土地のものになっているのでしょうか。 

◎企業支援課長【大西健二君】  信託受益者につきましては、実際、登記されている事項でご

ざいまして、信託目録というのが登記事項の中にございます。そこに今、申し上げた受益者が

イオンモールと書いてありますので、研究・業務施設の利用についてのお話を伺ったと、そう

いうことでございます。 

◎第９番【鈴木勇次君】  権利関係はわかりましたけれども、信託受益者と、それから、信託

をした合同会社と、それから、信託を受けた三井信託銀行との権利の関係というのはどういう

ものになるのか、説明できますでしょうか、簡単に。そこのところがちょっとよくわからない

のですね。通常の信託とは違うのだ、不動産管理的なものなのだというご説明もあるようなの

ですが、どういうものを指しているのか。そもそも信託受益を証券化をしていくと、もともと

の所有者はほとんど権限が、配当を受けるだけの受益者になってしまうというような解釈もあ

るものですから、そこのところについて説明をしていただければありがたいと思います。 

◎企業支援課長【大西健二君】  この詳細については、私どものほうでも把握をしているわけ
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ではないのですけれども、今の目録の中におきましては、受益者として登記され、その受益者

が、信託銀行と関わりながら事業を進めていく、そういうふうに読めますので、その中で先ほ

ど言ったような情報収集をさせていただいたところでございます。 

◎会長【村尾公一君】  それでは、ほかに意見なければ、表決に入りたいと思います。表決の

方法は挙手といたします。 

 諮問第１１号、八王子市都市計画用途地域の変更についてから諮問第１４号、八王子都市計

画地区計画八王子インター北地区地区計画の決定についてまでの４件について、原案を適当な

ものと認める方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎会長【村尾公一君】  多数と認めます。よって、本案件につきましては、原案を適当なもの

と認める答申をすることに決定いたします。 

 以上で本日の審議は終了いたしました。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  これをもちまして本日の会議を閉会いたします。ご苦労さまでした。 

〔午後２時５分閉会〕 

 

 

 


